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1 ~論(1)

ローザ・ノレグセ γブルグの民族問題における;誤謬 iについてしばしば語られるのを聞

くO ノレグセンプノレクの|誤謬 Iは今日ほとんど疑いようのない歴史的事実として定着して

しまった感があり，大抵の論者はルクセ γブルクの民族問題における立場を論ず、る際に

( 1 )本稿の第一次草前:土1968年春;こ東京で脱稿された。当時邦況のあるものを叶揺するときには，すべ

て邦訳書の京教を掲げるよう努力 Lたが，その後渡欧してさらに推高支を重ねたのち1972年 7丹に最

終穣をilliベルリン Iこて脱稿 Lたときには， もはや毘訳書ケ参照することが‘できなかった G そこでル
ケセンブ、ノレグの議論文は勿論のこと，マルケスーエンゲノレス， レーニン， スターりン等邦訳の多い

詩文もすべて!京書からi立長引用することに Liニ。この点読者の寛恕合乞う次第である O なお1968年

の事一稿においてはんクセン 7ソレヴのポーヲンド語の議丈iますべてポーランド請から，邦訳されて

いないドイツ語の論文はすべて原i主料(主として雑誌〉からlJI吊したが，その後，ポーラン下、認の

論文はかなりドイツ語に翻訳されるに雫り.ま fニドイヅ認の I~;( 史料 i工束ベノレリン発行の全集 iこ再録

されるに至った。そこで，日本にはポーランド話人 ~J よりもト f ッ語人口の )jが ~E倒的に多いこと

を顧み， ドイ、ゾ語沢のある場合に;土いちいちドイツ語訳書のよ:i数をつ;ナることに L，また今後全集
!授の読占Aが多くなることを与えて， !lZ史料からではなく，すべて統一的に全集抜からづi吊するニと

にした。若ずのポーランド語l議文でドイツAt沢で Lか子;二入らなカるったもの逆主にr宕;す子二のトイツμd互
t品z翁命文でポ一ランドJi
J志芸訳あるいiは主ポ一ラン iド、語i訳2沢fカか込;らうづ引IJ出~l 1 tたこ三と Pえiぞプ〉乃示]示ミ 1tた二勺 引}片問;口jl十わZの傍点強諦調Hば土， とくに断りふ込ない
均、子 1)，す~、て涼;v，:Xiこ上/;:)1) i))で 1ろ三〉
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l誤謬」の指摘だけで済ませるか，あるいはそれを偉大な忠、想家・革命家の二次的な問題

における些艇な「誤謬j として扱うかを余儀なくされている O 学問的な検証に基いてノレク

セγフツレクの民族論がマルクス主義の民族論の系譜のなかでいかなる位置を占めるのか，

またそれはかのじょの活動したポ{ランドの思想的潮流のなかでいかなる位置を占めてい

るのか，民族関題における立場はノレクセンブノレクの思想全体といかなる関係にあるのかを

明らかにしようとする試みは従来ほとんど皆無であったといってよし、。本稿はこのような

試みを課題とするものである O 表題が示すように本稿はマルクス，エンゲノレス，カウツキ

ー，レーニン，レ γナー，パウアー等の一連のマルクス主義者の民族自決権概念を東欧の

民族問題に対する態度との関連において検討しようとする企ての a環を成すものであり，

力点はおのずから第・点，すなわちマルクス主義の民族論の系譜におけるノレグセンブ、ノレク

の位置におかれざるを得ない O

11. )(..クセンブ)(..クの民族問題における立場をめぐる従来の議争

ノレグセ γブ、ノレグの民族問題における立場は従来民族虚無主義と L寸評価〈幻からポーラ

γ ド民族主義という評価 (3)に至るまで実に千差万別の評価を受けている O そこでノレクセ

ンブルクの民族論をめぐって行なわれた論争をふりかえってみたいと思う O これはかのじ

ょの立場についての評価がほぼ固まったかに見える現在，問題に対する客観的な理解を得

るうえに，とくに必要な作業であると患われる O

ノレクセ γブ、ノレクの出発点は，自分の出身国ポーラ γ ドの独立問題であった。ポーラ γ ド

は当時ロシア，オーストリア， ドイツの三国によって分割されてし、た C ポーランドの再統

ーと国家的独立の運動に対しては，当時西ヨーロッパとロシアのマルクス主義者のあいだ

に一致した見解があった O かれらは独立ポーランドが西ヨーロッパにとって反動的なロシ

アに対する防壁の役割を果し得ること，ポーランド人は民族の再統一ーと函家的独立に対し

てドイツ人，イタリア人.マジャーノレ入等の飽のヨーロッバの歴史的大民族と平等な権利

をもっていることを理由としてポーランド人の民族自決権の要求を支持した。 (4) このよう

な立場は当然、ポーラ γ ド自身のマルクス主義者からも期待されたのであった。(5) 

ノレクセンフソレクが言論活動を開始したのはまさにこのような雰圏気が支配的であった19

世紀の 90年代であった。かのじょはロシアが西ヨーロッパに対して特別な脅威を成して

いるという主張にはもはや根拠がなし、こと，特定の民族が国家を建設する権利をもってい

るという主張は支持し難いこと，ポーランドの独立法経済発展の傾向に逆うものであり，

したがって不可能であること，たとえ可能であるとしてもそれが経済発畏の額向に逆うも

のである以上プロレタリアートの利益に治うものではあり得ないこと等を論拠として，ポ

く2)1925年のコミンテノレン第五回大会におけるマスイルスキー (，lJ，.3. MaHyHJICKHI1) の g洋 i必，~稿)J堵

註 (46)を見よ。

く3) ウクライナの批判家によってなされた評組，本稿関誌(160)を昆よ。
(4) これは1848--49年の『新ライン新聞』におけるエンゲルスの立場である G この立場iまその後半世紀

出L 西ヨ一口ッパとロシアのマルクス主義者の文配的な見解となった G なおよ丘告はマルクスとエン
ゲソレスの民長i!引退における立場について独自の議結合準部i.ドである。

(5) F. Engels， "Vorwort zur zweIten polnischen Ausgabe (1892) des Manifests der Kommunistischen 

Partei，“K. Marx， F. Engels， Werke， Berlin-Ost 1956-1967. XXII， 282-3. 
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ーランドのプロレタザアートが独立のスローガンを掲げることに真向から反対した。〈草〉ノレ

クセンブ、ルクのこの論争的発弓・はポーランドの社会主義者の狭いサークノレのなかではな

く，は ζめから広く国探的な場裡でなされたの ために果然各方面から大きな反響を喚び

起した O

一二のような主張に対して最初に批判の戸を挙げたのは， [司じポーランドの社会主義者

で伝統的なヨーロッバ左翼のポーランド問題における立場を固執しようとするグループ

ーーポーラ γ ド社会党 (PolskaPartia Socjalistyczna-PPS) -ーであった。このグループ

を代表 Lてオースト 1)ア餌ポーランドのへッケノレ (E.Haecker)は， 1896年にドイツ社

会民主党 (SozialdemυkratiscLぞれlrteiDぞutschlands一とう日))の理論機関誌 li'ディー・ノイ

ユ・ツ γf ト二批判論文を投杭 Lたむけりヘッケノレはロシア β・今な.f:iIJt.jョーロツノえによ、l[ 

て特別の脅威を/瓦じこL、ること， 1 I当 ~'(的独立は経済発展μ送う、しのではな 1 むしら経済発

展を促進するものであるミと， したがってポーランド・プロレタりアートも昌際プロレタ

リアートもポーランド独立に無関心で‘あり待なL、ことを挙げ，マルクスとエンゲノレス以来

のよき伝統に従ってポーランド独立のスローガ γがたんにポーランド・プロレタリアート

のスローガンとしてのみならず，また匝11祭プロレタリアートのスローガ γ としても承4Zさ

れることを求めたc(吉)このへッケノレの主張は当時の昌際社会主義運動のほとんどすべての

著名な指導者 リープクネヒト (W.Liebknecht)，ベルンシュタイン (E.Bernstein)， 

ベーベノレ (A.Bebel)，ラブリオーラ (A.Labriola)，エィヴリング (E.Aveling)，プレ

ハーノフ(r.B. IlJIexaHoB)等一ーによって支持されたむ

これに対して当時マノレクス主義の法王と称されたカウツキー (K.KJutsky)は『ディー

・ノイエ・ツァイト』誌上におL、て両者を折衷する見解を発表した。(10) カウツキーはロ

シアがも;主や西ヨーロッバに対する特別の脅威を成してし、ないという/レクセンブ、/レクの主

張を認めたが，資本主義の発展がポーランドの独立を不可誌にするという主張を退け，ま

さに資本主義の発展がポーランドの独立を可能にすると説いたo 二の立場からカウツキー

( 6 )ルケセンブル?の見解についてi主後段において詳しく換討される。

( 7 )ノしクセンブノレクは後王子私filのなかで自分のポーラント問題ピこi唱する主要請文が，同誌['1せな舞台でぷ

宇治~I謂姶されて万三ら j-数年掩;こ;主仁めてポーランド議iこ都沢されるに至ったことを嘆いている O

1905 ~- 5 H 7 i I討のヨギ J¥ス (L. logich出-Tyszka)宛の子紙芝守見よ， R. Luk七王U古妃知e白mbu訂I汀rg，Liお.¥〉‘st守fりy do 

Leω0仰naα fμ正O主ぜψ伊g♂♂icheおSαr一7ηyszk“i(心1/イオオ一 ン . ヨ
1968-1971， U， 328. 

( 8) E. Haecker， "Der SozIalismus in Polen，“ Die Neue Zeit， XIV (1895-1896)-2， 324-32. ヘッケ J~'

c!rディー・ノイェ・ヅアイト1誌上では E.Haeckerではなく， S. Haeckerと名乗っ亡いる工，
11シアill!d-:ーラントに本子電ル< PPS;三;士Ir(1);:む1，L と h ら← l~- --;-λ ト1) T IiIIポーランドピ〉Fi-i2

Lまえfi'立. 七件ーケント ?L~さ1.<;.1:吃 (PolskaPm・lia Socjal-Demけkratyczna-PPSD) こI{f，t::: 1.、f二円
/1> I 1' 1唱と1'1'おりは JI~.il立の-;')，.11¥ --，Y:])}，;標 4こ\!~つ ζ1. ' Iこりなお、二の，、ッケルは，のちに

ぺ 'J .，てン♂，-'II グ号'/)忠、，t!lハ滞在的/三位吹台乙える -7-}ツワ(K.Fええdぞk)Iこfi:主主義 f、の人作ωFi土と

y ':，: .L;こたつ/二人物でふる c 羽人 Lerner，Karl Rαdek. The Lαst Internationa/ist， New Yor・K

1971. bを見よ O ラヂヅク;土こうしてヰ時J)多くのユダ γ系のポーラン r人也会主義者と IdJtrまず
ポーランド d三i司二1-:.1，長のi'j¥;干しな!芝，Jt二O

(9) ノレヲセンア‘ルケと iJJ，泊予にお;;る他の PPS I入品存の見解;t.A. Ciu主ko己z，RI;土αLuksemburgα

Rewolucja Rosスjskα(υ ーヂ・ノレアセンプルクとロシア革命)， Paris 1ひ60，101-8 ;こ謀しく w介
さオ1て L、る C

(10) K. Kautsky， "Finis Poloniae?“Die Neue Zeit， XIV (1895-1896)-2， 484-91， 513-25. 
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は， ~雲際プロレタザアートはポーラ γ ドのプロレタリアートが独立のスロ{ガンをおろす

ことを期待するべきではないと論じた。

このカウツキーの見解に基いて 1896年のインタナショナノレ・ロンドン大会はすべての

民族の自決権を承認するという決議を採択した。この決議は持殊にポーランドの独立支持

をインタナショナノレの綱領として認めなかったという意味でゾレグセンプPノレクの勝利であっ

たが， しかし他方一般的に民族自決権を承認したという意味でノレクセンブjレクの敗北であ

った。/レグセ γブルタはインタナショナノレが民族自決権綱領を採択したことによって，の

ちの論争において苦しい立場に立たされることになった。(11)

このようにルクセ γブノレクり主張は，その出身i茸ポーラ γ ドにおいても国擦的な舞台に

おいても，最初方通ら孤立を運命づけられていた。長い言論活動を通じーてノレクセ γブ、ノレクが

味方につけることに成功した国際的に著名なマルクス主義者は，おそらくドイツの理論家

メーリンク (F.Mehring)だけであったといってよいであろうど12)

(11) ソヴィエトの史家プフロフは「大会は PPS代表屈の決議案を退け， ローザ・ノしクセンブ‘/レクの起

草した SDKP代表団の決議案を採択した」と述べているがこれは事実的誤謬と思われる， H. H. 
口yXJIOB，#3 ucmopuu flO./lbCKOii COl1Ua./lτ4eMOKpamUtteCKoii flapmuu 1893-1904 ZZ.くポ
ーランド社会民主党の歴史から， 1893-1904年λ~oskva 1968， 102. 

こりインタナショナルの決議をめぐって奇妙な歴史がある cこの決議の英語テキストは fullauto-

nomy of al1 nationalities となっている o E. H. Carr， The Bolshevik Revolution 1917-1923， 
第 2販， London 1966， 1， 422および A.L. Low， Lenin on the Question of Nationality， 

New York 1958， 148 i'こそれぞれ掲載されているテキストを見よ。ところがドイツ語テキストは

volles Selbstbestimmungsrecht aller Nationen となっている o Verhandlungen und Beschlusse 
des Internationalen Sozialistischen Arbeiter-und Gewerkschafts← Kongresses zu London， 
Berlin 1896， 18を晃よ O 大会が行われたのがロンドンであり，決議の最終テキストを作ったのが，

イギヲスの労縁組合運動の指導者ランズペリー (G.Lansbury)であったことを考えると，英語テキ

ストが京テキストではなかったかと思われる。もちろんヨーロッパ大陸に流布したのはドイツ語テ

ヤストであった。ノレクセンプルクはつねにドイツ語テキストからう1)11L， その解釈に苦 Lんでい
る。たとえば， "Die Agitation unter der polnischen Bevolkerung“[1897J， Gesammelte Werke 

〈以下GWとして引田)， Berlin-Ost 1970， 1-1， 79; "Kwestia narodowosciowa i autonomIa (民
族問題と自治〉“ [1908-1909J， Wybor 1うism(選集， 以下 Wp として引)-!j)，羽Tarszawa1959， 

1， 120 [Rosa Luxemburg， Internationalismus und Klassenkam)う1.Die ρolnischen Schriften 
〈以下 Diepoln. Schr. として引毘)， N euwied/Berlin 1971， 227J および本稿後段時三七(132)
を見よ。レーニンもつねにドイツ話テキストから引却しており，ノレクセンプルク批判の恰好の材料

としている。 レーニンによればインタナショナノレ・ロンドン大会決議ロシア語テキストは aBTO・

HOMH兄(= autonomy)ということばをJ+Jいている o B. 11.瓦eHHH，<<0 npaBe HaUH負 HacaMO・
onpeぇeJIeHHe(民族自決権について)>>[1914J， flO./lHOe co6paHue COl{UHeHUii (全著作集，
以下 flccとしてヲi沼)，第 5版， Moskva 1958-66， XXV， 295を見よ O レーニンはこれを誤訳と
しているが，上記の経緯を見るとこれは誤訳ではなくてむしろ正訳であったといわな;すればならな

いであろう。

(12) F. ~ehring ， "Die polnische Frage，" Aus dem literarischen Nachlas von Karl Marx， Friedrich 
Engels und Ferdz'nand Lassalle， F. Mehring編集， Stuttgart 1902， III， 18-44を見よ。メーリ
ンクの序言がノレクセンブノレクの助言に基いて書かれたものであることは， 1902年 3月13日付のノレク
センブノレクのヨギヘス宛の手紙から明らかである。 Listy..・， II， 242を見よ。 1905年;こノレクセンプ
ノレクは，メーリンクやベーベノレを味方につけたことを根拠に「今日ポーランド問題について冨際社

会主義の縁到におL、て全線にわたって決定的意識的な転換がはじまっているということができる」

と誇らかに確認している， "Przedmowa do ksi<!計三i:Kwestia polska a ruch socjalistyczny (1ポ
ーランド問題と社会主義運動」への序言)“ [1905J，Wム I，399 (Die戸oln.Schr.， 209-lOJ. し
かしノレクセンブ、ノレグは多分に情勢を見詰っていたというべきであろう。 SPDの指導者の多くはた
んに党内政治的考慮からノレグセンブノレクの見解に賛意を表現しただけであった o J. P. Nettl， Rosa 
Luxemburg. A Biograρhy 
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東改の民族問題とマルグス主J主の民族lJ決権概念

ノレクセンブノレグに対する批判は，ついて、、ロシアの同志からやってきた。 1903年にロシア

社会民主労働党 (POCCH員CKa冗 COlJ，HaJI一旦eMOKpaTHQeCKaHPa60四 51 rIapTHH-PCllP口

/長SDRP)機関誌 lrイスグラ JIに「われわれの綱領における民族問題一!と題する無署名の
論文が現われたJ13〉この論文はノレグセ γブ、ノレク批判を直接の課題としていなかったが，

カウツキーの前記論文を引屠してその立場を全面的に支持することによって間安的にルク

センブ、ノレグの主張に対する自己の立場を明らかにしたoE14} 論文の著者は， ノレクセンブノレ

グの国内における敵対者 PIちと立場を同じくするものでほないという断り書きをつけた

うえで f状況の何らかの結びつきによって[ポーランドの独立が可能となるかも知れない

こと，この可能性を前提とすればポーランドの党が独立をその綱領に掲げごることは自由で

あること，これに対してロジアの党は禁条件に被抑圧民族の分離権すなわち民族自決権を

承認しなければならないことを明らかにしているっく15) この論文の著者は， のちにレーニ

γであることが明らかとなった。

このような孤立からんクセンプノレクは， 1905年の革命運動の高揚によってある程度救い

出されたc ノレクセンブノレクの党一一ポーランド王国・ザトワニア在会員主党 (Socjal-

demokracja Krolestwa Polskiego i Litwy-SDKPiL)は，それまで幹部からのみ成ってい

(13)瓦eHHH，<<HaUHOHanbHhl首 BorrpocB HaWe註rrporpaMMe>>，刀CC，VII， 233-42. 

(14) レーニン;土189611三のノレクセソプノレグとカ 1ラッキーの fディー・ノイェ・ツアイトJI~L主土での論争に

平くから注立していた， <<npoeKT ロporpaMMbI Ha出 e員立apnm (われわれの党の綱誤草案J>>
[1899J， 万CC，IV， 234; <<ArpapHa兄 πporpaMMaPyCCKO負 COUHaJl-LI.eMoKpaTHH (ロシア
社会民主党の建業綱領)>> [1902J，河f:::， VI， 319-20を兎よ O またルク乞ンプノレクの博士論文 Die

industrielle Entwicklung Polens [1898Jばシベリヤに流潤されていたロシアのマルクス主義者の

入子するところとなり， γ ーニンは害認を書くことを企てたといわれる， A.兄 MaHyceBH可，

<<P03a JIlOKceM6ypr H ee MeCTO B HCTOpHH Me)K瓦yHapO，llHOrOpa60可ero，llBH)KeHH兄〈ロ

ーザ・ fレグセンブ/レクと司際労働運動史におげるその位置)>>， H08a5l U li08elizua5l UCmopu5l 

〈近・現代史)， (1971)-2， 20を克よ C

(15) レーユンは1903年の論文においてメーリンク Eつポーランド問題についての宗言を批判しているつレ

ーニンはメーリングの序言がノレグセンブノレグの助言?こ基いて書かれたことを矢口らなかった筈である

から，とくにルケセソブノレクを批判する意向はもっていなかったと忠われるが，ルグセ γ ブソレクの

万ば， と詰の工うな経緯からメーザンク iこ対する攻撃を白分ょこ対するi日誌の攻撃とうけとった0

1903年の RSDRP第二日大会;ニポーランド代支として 11¥席 Lたヴアルスキ (A.¥Varski) tニルグセ

ンブソLクはつぎのように書き送っている， rヂスーリッチ(B.11. 3acynH可〕;こ怠があなたにつぎ
のように詐いてよこしたと言いなさい，私はII'"'Iスケラ』の記事がH¥たあとは〔ロ手アの党に〕合

流する気がなくなってしまった O 私辻これ以 tたった一つの譲歩も Lないことを勧める，と。J"R. 
Luksemburg do A. Warszawskiego-Warskiego w Brukse1i 0 taktyce delegacji SDKPiL na II 

zjezdzie SDPRR [1903， sierpie註， nie wcze会niejni乏 4，nie po五niejni乏 6，BerlinJ (R.ノレグセン

ブノレクからブリュツセノレグ) A. ヴ、アルシヤプスキ=ヴアルスキへ。 RSDRP第二回大会における

SDKPiL 代表団の戦前立勺いて [1903年 8月 1f1くとも 4口以後， 遅くとも 6れまで、。ベルリン

ヲcJi，" .'，'ocjaldemoわ'acjaKro!es!lva Polskiego LituJy 1893-1903. Materiajy dokumenty 
(ポーランド壬!ヰリト 1) ご二ア~J:会民主党 1893-1903年。史料と J己録。以下 SDKPiL として引用)， 

H. Buczek， F. Tych， B. Radlak編fJミ， Warszawa 1957-1962， II， 369.およびヴアルスキの詳細な
二ン論 Jこ批河， Warski， "Delegacja polska na II zjezdzie SDPRIミ(RSDRP第二回大会にお

げるポーランド氏支は)“ [1904J，SDKPiL， II， 560-4を見よ。ノレクセンフツレクの若干のポーラン
ド語論文をド f、ソ語fこ翻訳刊行したへンツェ(J.Hentzりは， r今日レーニン論文を読み返してみ
ると，その内容はほんのて， 三の文章を除いてむしろルタセンブノレクの民張問題にお汁る立場とー

設していろ.1:ろに忠われるつこれはこの作が合符主渉;こ際してかのじょによって若干人工的に前面
iこ押しi甘されたニとを了示している!と述べている "Einleitung，“ Dieρoln.Schr・， 15. Lかし上
話。経過を見れぼこのような見方が当を得ていないことがわかろう。
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不党に過ぎたかっ?、こが. 1905午草命を通亡て一宮:大衆政党に成長しそJ16} さらに注目す

べきことはそれまで SDKPiL と鋭く反日[ていた PPSが分裂し，その左派がイデオロ

ギ、一的に SDKPiLに接近 L始めたことである円 PPS左派は当初独立問題におL、て動揺を

見せたが，第ー次大戦勃発竣完全に SDKPiLの立場に移行するに弔った。(17) ノレクセ γプ

ノレクがポーラ γ ド人の拐に見出した支持者は‘多くの難局に際して終始かのじよの思想に

対する忠誠を証明したわ第一次大戦の勃発に際して各国の社会主義政党にはほとんど例外

なく背反者が現われたが，ポーラ γ ド国内のノレグセンプノレク支持者からは一人として背反

者が出ていなし、。またかのじヱの支持者のなかから数多くの著名な国際的革命家(18) が輩

出したことは注目に価する O

1907年にオーストリア社会民主党(Sozialdemokra tIschεPartei Osterreichs-SPO) の

理論家パウアー (0.Bauerうは大著「民族問題と社会民主主義』を著わした。パウアーは

SDKPiLと PPSの争いを一方で歴史的民族であると同時に他方で被抑圧民族であるとい

うポーラ γ ド民族の「奇妙な中間的位寵 lかち説明 L. SDKPiLの立場を素朴世界市民主

義， PPSの立場を素朴氏族主義と規定した。(1幻バウアーはこれらの立場は真の国際主義

の精神のもとに克服されなければならないと L，その実践的方策と Lて社会主義者がみず

から大衆の民族文化をめぐる闘争を唱導すべきことを主張 iた。(20) パウアーのもう一つ

の批判点は，ノレグセ γブノレクがあまりにも経済発展の力を信じ過ぎているところに向けら

れt::.oノレクセ γブ、ノレグは資本主義の経済発展によってポーランド内に出家的再建になんら

利益をもたない階級が成長してくることをもってポ{ランドの独立は不可能になったと主

張したが，パウアーは欝毅利害とともに「人間の精神的状態， 気分， 希望，理念 j ひと

(16) SDKPiLは1904年に震か 1000の党員を擁するに過ぎなかったが.1906年心J土すでに 3万の党員を
数えた，Historiaρolskiego ruchu robotniczego 1864-1964 (ポーランド労働運動史 1864-1964
年).¥Varszawa 1967. 1， 170.ノレヅセンブノしク白身この変仕;こ注意を促している， rわれわれは
1903年iこはまだ一握りであったこと. ことぽの穀密な意味におげる，すなわち実際に認識されて

いる 1，7J志という意味における党としては，せいぜい数百をもって数えるに過ぎなかったことをEきそ

うとは忠わない……。 しかし今日われわれ段， 党として数万今数えている L"B¥ankizm socja¥-
demokracja (プランキ主義と社会民主主義7“ [1906J，wρ， I， 486-7 [Dicρoln. Schr.， 300J. 

(17) F. Tych， "Z dZIejow PPS-Lewicy w lat2.ch wojny 1914-1918 (戦争期 1914-1918年における PPS

Ji: ii長J)'1tりごから)，“ Ruchrobotniczy ludowy UJ Polsce w 1αtach 1914-1923 (1914-1923年に
おげるポーランF"の労働運動と農民運動)， Warszawa 1961. 238. ポーランドの革命運動の「愛間

的(=ポーランド強立支持)J性搭の証明;こ関心をもっ現弐ポーランドの労動運動史家トイッとは，

SDKPiLと PPS左読の地方吟合同組識が出した1915年のメーデー・ア己ールのなかに民挨自決権

J承認の要求を発見し.つぎのコメントをつけている， r戦争中に SDKPiLとPPS1.己採によって多
くの要;}さが掲げられたが， [民族EI決権の要求が提記されたのはこれが〕はじめてであり， そして

残念ながら最後であるJ(傍点は引用若).向上，208. 
(18) その若干の名前を挙げれば， ヨギヘス， マルフレブスキ(1.お1archlewski)， ヴアルスキ， ジェノL

ジンスキ (F.Dzier乏y岳skiJ，ラデック，ハネツキ(J.Furstenberg-Hanecki)。

(19) O. Bau行 ，Die 1九Tationalilalenfrageund die Sozialdemokratie， Wien 1907， 451-4. パウアー

の員接請につL、ても筆者は独白の論稿を準儲中である。 1繋宅的民族， 素朴 ~t 界市民主義， 国際主

義，民集文化等々の概念;こはハウアー独特の定義がなされているが，その内存については本稿にお

いては触れる余裕がない O

(20) 向上， 454-5.民族文化闘争については，筆者はレクセンァソレクはレーニンと異って大いにパウア

ーに共鳴するところがあったのではないかという印象を得ている O 後段71-2頁を参照せよ。
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ぐL');て言って f階殺(!守イデオロギ -1 が考慮さ，れた:十h:i t-c， ムた L 、と fì~~¥，、た〔パウアー;土

iC世界大較に際して民挨蜂起が起ったような瞬間には〕プロレタりアートはロシアの販
売市場が必要かどうゐ B ということを~n-等工ないだろうの何十?ドもの関争のあいだに培われ

た íl~ÿ級イデオロギーは階級利害のあらゆる冷静な考怠よりも強力である。……プロレタザ

アートに担われた芋命の瞬間にはいかなるブ、ルジヨワジーも至上の力を持つに至った全民

族のイデオロギーに敢えて抗することはできなし川と警告 Lたの(21)

1914年にレーニ γは，今度は署名入りでルクセ γ ブ、ノレクの民族論を批判する大論文を発

表したっ (22) これほ問題そのものに対する純粋な関心からというよりもむしろ当時ノレグセ

γブ、/しグとレーニ γ との間にもちあがったポーランド党組識内での影響力をめぐる闘争に

関連 Lて書かれたポレミカノレな論文で、あった (23)が， その?をの事態の発展によってけっき

ょくこのレーニ γ論文がノレグセ γブノレグの民族論のイメージをつくりあげるのにもっとも

貢献することになったJM論文の主旨は十年前の無署名論文のそれとほとんど同じであ

ったのすなわちレーニ γはカウツキーに依拠して資本主義の発展が民族運動を生み出すと

主張 L，この額向をフランス革命からドイツ，イタリアの民族統一運動を経てアジア・ア

フリカの民茨運動に空乙現代史の普遍的傾向として捉えた、レーニンをカウツキーからr:{
5]ljするものは，もっ;fら分離権としての民族tl決権というレーニン独特の民族8決権の把

握であるつこれによれljf，各民族;ヱロシア悶家から完全にす離してしまうかあるいは中央

主権的なロシア悶家の一部としてとど主るかの二者択一を有するのλであったJ253 注意

を要するのはレーニ γが民族自決権のスローガγをロシアの全体党の立場として理解した

ことである O レーニンは被抑圧民族のプロレタリアートの立場辻抑豆長族のプロレタリア

ートの立場とおのず、から異ると主張している。 (26) ノレクセンブ、ノレグのポーランド独立反対

の立場についてもレーニ γ注「ポーラ γ ドの党がポーランドの分離に反対したからといっ

(21)刊と， 450， 456-7. 二巧警(守:まそのfをの7司王心経過をふりかえってみると，予言Il守警きをもってい
る内奇妙なことに:Jil寺非常なぞンセーションを惹号したベ ¥.lJ アーの喜芳にノレアセンプノレクは注意を

払らなかったようにf君、われるっ望者の知り丹た眠りで(土，ノレケセングノレグはこ η ベ1'7ア一八抗、r'lj二

なんら!f11持を与えていない円

(22) J1eHHH， <<0 npaBe HaUH員...)>， ncc， XXV， 255-320. 
(23) l¥C'ttl， Rosa Luxcmhurg， 596，決56-7f，よ;プ?を段 88l工と Illll，n:(175)キ見よへ
(2 1)二))シ一二ン/13t ぷぞ丹?をの Fレケセンプノ~ " .i干(I!lj;ニ攻::fL，. tニ "r~ 守~31~' 主， レーニンカ';1比?刊している

'J とンゾ J[.- ツジコダーラ二ノド認の論文 "Kwestia nar・odowosciowa autonomia，" Przeglq;d 

socjαlistyczny (社会主義評論)， 1908: 482-515， 597-631， 687-710， 795-818; 1909: 136-63， 351-

76がその後手tlt紀以 f二もの巳ちいだほとんど誰ィこも 2詰まれることなく.也方 l/ーニン論文ほ無数の '-1

Jtdこ翻訳され，広く世界三うおられるに弔って.大:fis分の人がレーニン論文君子通じてノレデ七ン 7、ノしケ

の民民論を知るようになるという状態;こよくあらわれている。ノレクセンブノレクの及斗論文は， ii!k伶
ポーランドで下日行きれた選定ー;こ i';s分的に存主主きれている o U理主 (11)，く159)セ参照せよ。

(25 ) し一二/の民問n決権概念についても，草Jfは)1!nの論誌を準備It，であるが，さしあたってつrの
l'とr参照ぜ上.Low， Lenuに E.H. Carr， The Bolshevik Revolution， 1， 414-35; B. Meisner， 

Sowjetunion und Sdbsthestimmungsrecht. Kるln1962; A. G. Meyer， Leninism，第 211定， I¥ew 
yけrk1962. lc15-55. 

(26) 江eHHH，<<COUHaλH3M立 BO白日a(任会主義と戦争)>>(1915J， nCC， XXVI， 328-9; <<PeBo江町立HOH-

HbI員npoλeTapHaTH npaBo HaUHs Ha caMOOπpeAeJIeHHe (<¥，，""命的プロレタリアートと民在日

次潅)>>[1915J. 1，言上， XXVII， 63-4; <<Y!TorH AHCKyCCHH 0 caMoonpeAeλeHHH (自決について

の討論の稔決算)>>[1916J，月上， XXX， 44-5. 
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て非難したことはない」と肯定的に評価している。(27) レーニンが反対したのは， ノレクセ

ンプノレクが「クラクフ的見地jからロシア全体党の立場としての民族自決権の縞領に反対

Ltこことであっ7こoE2a)

1918年 12月にルグセ γブ、ノレクのポーラ γ ド国内の二つの支持者グループ， SDKPiLと

PPS左派は，合同してポーランド共産主義労働者党(瓦omunistycznaPartia Robotnicza 

Polski-KPRP)を結成した。 SDKPiLは，新党の結成を準備する最後の党会議において，

党は新しい情勢にI直面してなんら従来の見解と戦術を変更する必要を認めないと宣言し

たoE2g〉 しかしポーランドが事実国家的独立を獲得したことは， ポーランドの独立は空想

に過ぎないというルクセ γブノレグの見解をかたく持していた人々に大きな禽撃を与え

たofS8〉さ Lあたって党は， ノレクセ γブノレクの教えをさまざまに解釈することによってこ

のイデオロギー的危機を克醸しようと試みた。あるものは独立したポーランドは，ノレクセ

ソプノレグの予言したとおり反動的な資本主義国家で帝政ロシアの支配よりも悪いと主張し

た001〉地の者は， I独立jポーラ γ ドは実は独立ではなく西側大宮の植民地に過ぎないと

説明したof32〉党の大勢は，新生ポーランド国家はひとつの季第現象で、あってまもなく冨

際的な反動の波に洗われてふたたび地自の支配の下に入るかあるいは国際的な革命に救わ

れてソヴィエト共和国連邦に参加する運命にある，という見解であった。(33)1920年のソヴ

(27) JleHHH， <<0πpaBe HaUH礼…>)， flcc， XXV， 294. 
(28) 向上， 317-8. 

(29) H. Bicz， Rady delegatow robotniczych w Polsce (ポーランドにおr，Jる労働者代表ソヴィエト)，
110skva 1934， 304. 

(30) ラデックは後年， r独立ポーラント、が『ふって湧いた(wybuch l' a) JJ 左き，われわれの隊列にもち
あがった狼狽j を同想している。「われわれの主かの多くの者はボーラン iJ;土消えでなくならなけ

ればならない. (ポーランドが、消えてなくならなければ〕われわれの綱領はいったいどうなるのだ，

と考えた。j五.Radek， ，，0 kwestii narodowosciowej (民挟問題について)，"II zjazd KPRP. 19. 
IX. -2. X. 1923. Protokofy obrad i uchwafy (KPRP第二活大会， 1923年 9月 19日-10月2

日，議事録と決議)， Warszawa 1968， 321. 
(31)当時ソヴィエト・日シアで活動していた KPRPの指導者-の一人ラドヴアンスキ (T.Radwa五ski)

は参ノレケセンブノしグが早くからポーランド問題の反動的側面を指倍していたことを「かのじょのポ

ーランド・プロレタヲアートと国際プロレタリアート;こ対する不滅り功議」と称えている。ラドヴ

アンスキは，ポーランド畏挟国家という反動的空想の撲演はい支までプロレタリアートにとって期

|設なしの!穫史的課題であったが，この国家が現に成立したいま絶対・即時の必要性の問題，生死の

問題になったとL，批郭の武器でやれなかったことは通常の武器でやり遂ずる必要があると極論し

ている， T. RadwaI企iskiし，
ブプ古Jルレグの学問:にこ照照、らしてみたボ一ランド問題〉γ‘“‘ C苦Oωskomun量niおstり'y(共産主義考の声〉λ，1臼8.III. 1919. 
独立ポーランドは幸政ロシア支配下のポーランドよりも悪いという惑想は.ポーランドの共産主義

者によってしばしば濡らされている。たとえば， 1920年に赤軍がポーランドに浸入したときに創設

されたポーランド臨時革命委員会の宣言を見よ ，Dokumenty i materiafy do historii stosunkow 
ρolsk(rradueckich (ポーランド=ソヴイコ二ト関係史史料)， Warszawa 1962-1967， III， 245.なお
ラドヴアンスキはポーランド臨時革命委員会に宣伝部長として参加している。

(32) この見解は非訴にしばしば表明されている O その代表的なものとしては， Rady delegatbw 
robotniczych w niebezpiecze元stwie! (労識者代表ソヴィエトは危段iこ瀕 Lている!)，羽Tarszawa
1919， 6を見よ。なお当時ポ F ラント、の共産主義者が「強む'.Jポーランドについて書くときには，
かならず独立に括弧をつけた O

(33) J. A. Regu1'a， Historia komunistycznej Partii Polski二W ，'u・ietle!aktow i dokumentow (ポ
ーランド共産党吏，事実と記録;こ用、して)， Warszawa 1934， 31， 105.この砲たとえば， J. Kubowicz， 
"乏ywetrupy (生きたる屍)，'‘ Gfoskomunisty， 11. IV. 1919; E. Brand， H. ，九Talecki， Der 
Kommunismus in Polen， Hamburg 1921， 78を見よ。
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ィエト=ポーラ γ ド戦争に際してポーランドの一部が一時赤軍i二占領されたとき， KPRP 

のある地方組織はこれを吉い SDKPiLの縞領の実現として歓迎したど34) 1921年にソヴィ

エト政府がクツレジアの分離運動を弾圧 L始めたとぎ， これ;工主さにノレクセンブノレグの理論

の正 Lヵ、ったことのluE左であると考えた KPRPの活動家がし、た。 (35) 

ポーランドの党には， ノレクセ γ ブ/レクの彰響が長いあいだ根強く残った。 (36) ポーラン

ドの共産主義者はレーニンからよりもノレクセ γブ、ノレクから引用することを好んだ。(37) か

れらは SDKPiLがポリシェヴィキの党よりも十年も早〈結成されたこと， したがって

KPRPは第三インタナショナノレ最吉参の党で、あることを誇りとしていた。(38)

しかし地方新し¥，、情勢に室面して動揺する者も現われてきた。 1918年まで民族問題にお

いてつねにノレグセンブルグの側に立ってレーニンと論戦を交してきたラデック (K.まadek)

は， 1920年の初めに 1903年の了イスクラ』誌の禁署名論文を再評価する試みをおこなっ

たっ Lかしラデックはなおルグセンブノレクの思想、が誤りであったとは言い切らず，ルグセ

ンブルクもレーニンもともに正しかったと唆味に述べているつ (39)

ノレクセ γブ)レクの民族問題における立場をはじめて若干距離をおし、た立場から体系的批

判的に検討しようと試みたポーランドのマルクス主義者は， SDKPiLの共同創立者であ

り，ノレクセンブ、ノレクのもっとも密接な協力者であったヴアルスキ (A.Warski)であった。

ヴアルスキは 1923午に， ノレクセンブ)レグ辻「ロシア領、ポーランドにおける一定の時期の

民族問題の一定の解決 1(40) を示したに過ぎな L、と Lて，主ず/レクセンブ、ノレグの理論の有

(34) "Z wyzwolonej Polski. ¥Vもapach(解吹きれfニポーランドかわo 1Jァブィにて)，“ Goniecczerwony 

(赤いたいまつ)， 17. VIIl. 1920. 

(35) 子理論的iこ『員接(1決権Jl土ロシア共産党の桐摂からさえも治失して Lまった C 実践的には辺境諸
いl一一残念ながらすべて η ではないがーーごと力づくでおき 2とこまざるを行なかったこと.そうでな

ければ辺境諸同がIlr'I ?J;: 1在』の名の nこ系統的に反草命の地盤に転化すること，これはローザ・ノL
ケセンブ/~クの推珂]令の正しさをもっともよく証明 L ている J ， S. B.， "Post scriptum. OstatnIa rzecz 

Ro三yLuksemburg， wydana przez P. Levi'ego (追悼。パウル・レヴィによって刊行されたロ F

十戸・ノL ケセンプノレクの最後の菩芹;，"Kalendarz komunistyczny na rok 1922 (1922年の共荷主

義のこよ λ).主主oskva1922， 98. 

(36) たとえ::tジヱノLジンスキはソ iプィェト・ロシアにおいて要職につき，ロシアの同志と慢誌に協力 L

てl..' tこにもカミカ=わらに 1924{下支ーと，民 U~i 什決権問題におに「るルケセンプノしケ山 Î/. j坊が 1摂J亨であるこ
とえ了 z忍めなかったむ A.1'¥eKCaH瓦pXaUKeBH可，FdiたsDzierz，¥えski¥Studiumhiof{raficzne (-;-"-
1) クブ、・ジエルジンプ、キロ伝;~~的研究入 Warsza wa 1968 (I，j{芹 CO.!ldam8e.!lUKUX 6oe8. }f{U3Hb 
U de5lme.!lbHOCmbφ. 3. jJ3ep:JICUHCKOZO， Minsk 19(5)， -1RO-1. 

(37)たとえ(fKPRP の ì~動 2哀ブジンスキ (S. Eudzy岳ski)のノミンフレット Czego chc宅 komuni'ci? 

(共産主義者;工1"Jを欲するか)， Moskva [1919?Jにはロシアの党の指導弐かりの引月]が持摂で，ノレ
ケぞンブルケとマ/レタスからめ引用が多い。 もう イ¥の活動家ボどンスキ (S.Bobi白ski) は， Iロ
ーが・/レグセンブ/レクは謂三P ロッパ乃理論家，実践家であり守これに討してレーニン止なにより

もロシアの運動心理論家， '-X技家である j と述べている。 ボビンスキがポーランドば西ヨーロツ
ノミに属すると考えていたことよ言うさでもない Bohinski， "Roza Luksemhurg，“ Kalendarz 
komunistyczny na rok 1922. 91. 

(38) ki'].I::.， 92; C. Porankiewicz， "W 30-t号 roczmc号 (30 年記念に寄せて)，" 1¥1ftot (鎚)， 31. 
Vll. 1923. 

(39) Radek， "Die IJolnische Fra記eund die Internationale，“ Die Kommunistische Internationale， 
第 12号 (1920)，256-8， 261. 

(40) Warski， "Nauki juhileuszu bolszewickiego. ]ubileusz KPRP? (ポリシェヴィキの記念日の教訓。

KPRP の記念日ほ?)“ [1923J， Wybor戸isrn ρrzemowien (著作と演説選集)， Warszawa 
1958， II， 190. 
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効性を時間的地理的に限定した。ヴァノレスキによれば，ミの時期には資本主義ば不断;こな

お永く話進的に発展し続けるかのような観を帯びていたのこのような発展の枠内におし、て

は「すべての民族の自決権!なるものには実現の可能性がなかったJ41〉しかし世界史は

ロシア革合以来一般的変動の時代に移行した。新段階にあっては権力の獲得が革命党の直

接の課題となった。ところで権力を獲得するためにはプロレタリアートは他の社会階層に

同盟者を求めなければならない。新段階においてはこの理由で、たとえば民装ヨ決権のスロ

ーガンが決定的な重要性を帯びてくるのヴアルスキはラこの新設階の到来を早くから認識

していたことがロシア・ポリシェヴィキを他の第二インタナショナノレの左翼から決定的に

区別するものであり(42) ポーラ γ ドの共産主義者にあっては体大な伝統がかえって認識

の援を曇らせていると主張 LたOC43〉

/レグセ γプノレクの立場からレーニ γの立場への移行は， 1923年の KPRP第二回大会に

よって公式に確認された。民族問題の主報告者ラデッグは，国境の不動性・不可浸詮を信

じていた第二インタナショナノレの左翼を批判し，現状を打殺する革命的勢力としての民族

運動の力を認識したポザシェヴィキを高く評価したof州

20年代を通じてケレグセ γ ブ、ノレグ主義j の定式化 一一ノレクセンブ、ノレクの f-誤謬」の体

系的カタログ化一ーの作業が続けられた。 (45) このような過程のなかでノレクセ γブ、ノレクの

民族論ば民族壷無主義であるという評倍が定着した。 (46) ノレクセ γプノレク定価の動きの頂

(41) 向上， 1I， 191. 

(42) fi司ーと. II， 191. 196-8. 

(43) 同 t.，U， 194. SDKPiLの伝統のこの上うな諸簡に対 Lて，同じくこの党の長Ij立者の一人であり，
ノレケセンプルケの密接な協力者の A人であったマノレブレフスキは， KPRP の第二四大会で tlL議を

rjl し入れている • II zjazd…， 233.ヴアルスキ論文が党rtのあいだιよび起した激昂については，
Regula， Historia...， 23を見ぷ。論争は 1925年の KPRP第同大会まで読L、たっレグワによれ
ば，ウ、アルスキを支持したのは同内の1'':1.、 tltf~ の活動家であり，反対派はソ，:;'ィエト・ロシアに亡

命していた SDKPiLの，'，1，、活動家であった。グアノレスキは1929年iこSD五PiLζ ボ!)シェヴィキと

のあいだの民挨t:lJ題をめぐる論争について自分の見解をまとめている ¥Varski，"Dwudziestletni 
汚poτzLeninel1l (レーニンとの 20年犯の-争い)，“日う，bδrpism...， II， 428-76. しかしロシア・ボ
リシェツ、イキふつ無謬il))信仰が定着した30年代の初めには，ヅアルスキの丘場さえも SDKPiLの

伝統守山く 11引lIi1過ぎているとして批判される運命にあったっこれについては後段将司-(50)を
比よ。

(44) Radek， .，0 kwestii...，“ II zjazd…， 314-22. しかしラデックはまだ完全にシーニン:J)権威の前に出
)j誌 Lたわけではな治るったc ラデッグはレーニンの部にも行き過ぎがあったと主張している， rちょ
うどレーニンが立伐という形而上学的な本来まったく不必要なスローガンにおいて勇み足:をした

ように，われわれもまた民接的スロープfンの否定において勇み足をしたJ，河上.321.なおラデヅ
ヶ報告をめぐる討論においてマルフレフスキ辻，ラデックは民技運動の革命的知!苛を--[話的iこ強調
し，その反革命的側面を見落していると批判している，向上， 342. 

(45) l'ルグセンブノLギズム」のIT実史については， Nettl， Rosa Luxemburg， 787-827が藷しいので，こ
こではi芽細iこ入ることを避ける。また「ルクセンブルギズム」のコンパグトな要約は， F. Oelsner， 
Rosa Luxembur g. Eine kritische biogrαρhische Skizze， Berlin-Ost 1951 の第二百I~ "Ein 
fehJerhaftes System (Der Luxemburgismlls)，“ 156-217 こ克tll‘すことができる。関心のある読書は
i二倍芹をご監いただぎたいの

(46) 1え絞!左無主義というIi子(，析を定若さ』せたのは，マヌ fルスキーのコミンテノL ン第五回大会報古であっ
た1二j3われる，瓦.3. MaHyHJICKH札 "Bericht uber die Nationalitaten-und Kolonialfrage，“ 
Protokoll des V. Kongresses der Kommunistischen Internationale vom 17. Juni -8. Juli 
1924 in Moskau， Bεr1in 1924， 633を見よ。 1923年の KPRP第二i弓!大会においては，員:挟虚
無主義という認立lftにはまだ多くの異論があった。 たとえばっちに KPPの芹記長となるレシチンス
4二(].Leszczy負ski)の発言を見よ ，II zjazd…， 354. 
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if[l 0: の i 己品~II:J :i!ï とマルケス主:ì'~:の民Jú~1'1 fJ~HI概/と

点をなすもの;工， 1931年のスターリンのポリシェヴイズムの 1歴史につL、ての見解表明 (4わ

であろう η スターリ γえそのなかで，第二インタナショナノレの左翼は第二:インタナショナ

ノレの宕lj誌に雫，己$JrLい苧会的i投手liiの形成になんら只献 L/:(ヵ、ったこと，ポリシヱヴ fキの
λがこの名誉に備することを主張しているゥ i司王子 12月ポーランド共定党 (Komunistyczna

Partia Polski-KPP)ぐ48) 中央委員会は，スターリ γのよびかけに応えて Jレグセ γブ、ノレグ

主義のイデオロギー的残浮の克騒を決議 Lた。 (4のこの決議はなかんずく， ノレクセンプノレ

グの資本主義の発展過程についての機械的な把握がポーラソドとロシアの有機的合体とい

う誤った理論に導いたこと， SDKPiLの民核問題における誤ったノレクセンプルグ的姿勢の

ためにポーラ γ ド・プロレタリアートが小ブ、ノレジョワジーと農民の幅広い大衆のへゲモ γ

の役割を演じることを妨;子られたことを指摘している c このノレグセ γプルクの民族問題に

hける「諜謬 ;η定式化:よ守基本的に今日なお公式マノレグス主義に，おいて通用しているも
の v六、あ 7 ぐ50)
」 ζvyノ;J('， 

もちろん公式マノレグス主義に罵きないマルクス主義者のあいだでは，これとは幾分異っ

た評揺がなされているヘまだ「/レクセンプノレギズム!のスターリン主義的定式化が最善冬的

な表J~を見出していなかったときに，ラデック辻ポーランドとロシアの社会民主主義者の

あいだになぜ民挟問題乙おげる立場の椙違7]~~f三れてきたのかを説明してつぎのように述べ

ている Iポリシヱヴイズムの基底をなしているのは， 中央ロシアであってそこでは民族

的対立が存在していなかった・ー…。民族岳決権のスローガン;土…ー・民族的対立のなし、中央

ロシアでよく珂1解さ，hた。大ロシア人プロレタリアートは，辺境の被抑圧民族がその白然、

の同盟者であることを易々と珂解したのであると〉これに対してポーラ γ ドでは，プロレタ

リアート i土主として手工業者一ーロシアにはこれに対志するものが;せかった ーを母外

と Lて hり、'!三誕の瞬間から畏族主義的弱動の真只中にあったc このような社会的勢力関

係にあって(士、われわれi土・も三もなく江っきりと Lた反民族主義的姿勢をとることを余

(，17) H. B. CTa.J1HH， <<0 HeKoTopblX sorrpocax HCTOpHH 130e'IbweBH3Ma. nHCbMO B peJl.aKUHlO 

}KypH3，JTa npOJlemapC1CaJl pe80JllO勾UJl (ポリシ工、ソィコ士、ム吟昨'12のYir Ji flil回二ついて o Uつ
いし T ーペス行 γ. L./ ¥ ~/、 1- ')ーノィァJ]，;，左手話ft，'iljあて 'jr主iLゅ [Enli，CoぜllH.elill刃(芹 i'leq'.¥ 
Moskva 1949-1951. xnr，宗4-102.

(48) KPRP (土 1925{Iミ;二 KPPと名称を変史している。

(49) "Die Uberwindllng des idぞologischenNachlasses des Lllksemburεlsmuちinder KP Polens.立制。llltion 

des ZK der KPP，“ Die Kornmunistische Internationale， Xlrr -2 (1. 1932)， 155-9.{.トノIc;土

ーポーランド人"と沈黙による反主?の意思表示の芸指をきわめて手の込んだ高みに七三軒主あげたj

とLて:、る(子-.rettl，RosαLuxemburg， 814) が， これ:工事実i二VIlL .ていないれス世 F リンの見解

去IUJが KPP;こよび起 L!二釘揺について;土， 1ミぞgllIa， Historia...， 24を見工。

(::iO) ~;~ A'，ノL ケス 1:.義のな場 Jうるら民投 Im~遣にお:?乙ノしクとンヅノL ケの仁t~ 1~1~ jをもっと:).Il~ ;tili Pliにとり

(7) ペカ‘つ fニ ， ~-Mj 立土， じそん~ liij ，¥己の KPP'¥1央委任 会iJとぷのil'(iをに発よされた j ンゲ 0，Ryn只〕 ω
れでんろう， .，Llllぶぜll1bll印:izrn¥v kw刊!i i polskie j (示ーヲン FmJ!ill.こじけ一るノl々とンソペ '7 L 

た〉“ [1932-19:nJ，J. Ryng， Mう必rρism(選ft). Warszawa 1957， 391-496. ニの論文は 1((4を
にはilijl::1ヵ 1929;1ーのウアペス干 論文と段述のしノデル (羽T，Lぞder) 論之内批判~~課題とするも内

でもあっ/:。今日乃ポ :.j ンドにおけーろル刀ーとンー/"}レヶ J子簡の主fこる{)，江東はこのIjンク論文であ
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儀なくされたので、ある oJ(51)ラデックの解釈は，レーニ γの見解は大ロシア民族のプロレ

タリアートの階毅利害を反挟しておう，ノレクセ γプノレクの見解;土辺境民族のプロレタザア

ートの階級利害を反映 Lている， したがって両者の立場はそれぞれにおいて正しいという

ことを暗示するものであった。これはある意味ではレーニ γ白身の解釈に従うものであっ

たが， 1927年に SDKPiLの古い活動家レデ、ノレ (W.Ledeめがソヴィエト・ロシアの労傍

運動史専門誌に同じ晃解を発表しグたときにはすでに「充分正確を期しているようには思わ

れないj という編集部の断り書きをつけられた。 (52)

この観点を西ヨーロッパに広く紹介したのは， 20年代の末に共産党を離れ， 1939年に

ノレグセ γブ、ノレクの伝記を公刊したドイツのマノレグス主義者プレーリヒ (P.Frolich)であ

るO プレーリヒは，ノレグセ γブ、ノレクの「誤謬Jを，民族自決権の承認がロシアの社会民主

主義者にとって有した心理的要素を見誤ったこと，民族問題が大きな民衆運動において演

じ得る役割を過少評倍したことの二点においてのみ認めた。ノレクセ γプノレグははたして

「歴史に上って反駁されたかJという間に対してフレーリヒは，当時いかなる新しし、富家

関係がヨーロッパの半分の崩壊から生じるのか誰にも予測がつかなかったということを前

提とすれば，ポーランドの社会主義運動のなかの民族主義的潮流はその政治的姿勢によっ

て道義性を失うだろうというノレグセンブ、ノレクの予言は的中したと論じている。(53)

ラデッグ的解釈は， イタザアのマノレクス主義者バッソ(L.Basso)によってもとられて.

いる。バッソはさらに SDKPiLは足技感博を過少評価することによって前資本主義的社

会階層から孤立したが，革命的な観点から見るとこの立場も理解し得ると述べているつ(54)

これに対して基本的ζ ラデッグ的評極に立脚しているものの若干異った見解をとってい

るのはイギリスのトロッキー主義者クリフ (T.Cli宜〉である O グりフは，そのノレグセ γブ

ノレグについての論文 (1959年〉においてノレクセンフツレクほ思想の吉立性において卓越して

いるが，ポーラソドにおける自分の直接の体験をあまりに容易に一般化し過ぎる傾向があ

った，これに対してレーニソは民族問題における矛震の弁証法的統ーを洞察し，部分(=

民族独立闘争〉を全体(=国際的社会主義闘争〉に従属させた，と述べている of55〉

(51) Radぞk，.，0 kwestii...，“ II zjazd…， 320-1. ラデック報告にヲI~，;é ¥，、ておこなわれた討論において
;工，参加f;ーのた I部分ぷ SDKPiLは誤謬を犯 Lたので法ないという考えであった。河上， 327-68を

兎よ O 参加去の一人ソハツキ(J.Sohacki) 工， レ一二ンの功績合否定ずるものではないが， レー

ニンの見解はむしろ地方的性格のものである，発達した資本主義と強力なブノレジョワジーを有する

西ヨーロッベ活再でほ，見腕主義的イデオロギーに足対することが革命勢力の弓然の課題であっ

た，と論じた O ソパ、ソキは SDKPiL~こも PPS 左派にも嵩したことがなく. 1921年になってやっ

と PPS[右派〕から KPRPiこ移行した人物で‘ある O この一事を見てもルグセンブノレクの思想がい
かなる影響力を第一次大戦後もヲi続いて有していたかがわかろう。なおソハツキ的発:習は 1971年
にルグセンブルグのポーランド語文献をドイツ語に翻訳刊行したヘンツェにも見られる， Hentze， 
.，Einleitung，“ Die poln. Schr.， 20. 

(52) W. Leder， <<HaUHOHaJIbHbI詰 BonpocB no瓦bCKO品目 pyCCKO註 COUHaJI一江eMOKpaTfIH (ポー
ランドとロシアの社会民主党におlする民族問題)>)， f/pO.!lemapC1CaJl pe60.!l幻勾UJl (プロレタリ
ア革命)，く1927)-2/3， 172. このシデソレ論文はりンクによって絵括的tこ批判されている， Ryng， 
"Luksem burgizm...，“ Wybor pism， 394-5， 470-1. 

(53) P. Frるlich，Rosa Luxemburg. Gedanken und Tat，蒜2J京， Frankfurt a. M. 1967， 48-50. 
く54)L. Ba部 0，RosαLuxemburgs Dialektik der Revolution， Frankfurt a. M. 1969 (原著は Roma
1967)， 125-32. 

(55) T. Cliff， Studie uber Rosa Luxemburg， Frankfurt a. M. 1969 [原著:“RosaLuxemburg. A 
Study，" International SoGIalism. Quarterly for Marxist Theory， (1959) -2/3J， 59-60. 
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戦後ポーランドにおいては，ノレクセンブ)レクに対する関心は，知識人のレヴェルにおい

ても民衆のレヴェルにおL、てもあまり大きくなL、0(56) 1956年の政変の際に，新しい社会

主義象を求める知識人のあいだにノレクセンブ、ノレクのボザシヱヴ 4ズム批判が一時大きな関

心を喚び起したが (5i) 改革運動の退潮とともにこの関心も立消えとなった。ノレクセンプ

ノレクの民族関題における立場についていえば，公式マノレグス主義においては，すでに 1931

年以来「ノレクセンブノレク主義!の一つの典型的なあらわれとしてたんに克瓶されるべきも

のとしてのみ論じられτいるが， とくにポーランドで法， ポーラ γ ド労{勤者党 CPolska
Partia Robotnicza-PPIミ)(58) 1)¥ I愛国主義 J的路線を採用 Lて以来(59) この傾向が強いn

党の;愛同主義 i的路線は今な訂根強札、氏衆の民族主義的感情との妥協の産物であるが，

ミのようなポーランド国内の A殻的雰語気は，ノレクセンブ)レグの民族問題における立場の

客観的な理解にきねめて不利な土壌を形成してL、る。

ノレクセンブ、ノレクの i誤謬jについ rむよ，ノレクセンブ、ノレクの名前が出るとこらではほと/し

ど必ず言及されているが，そのもっとも包括的なものと Lては， 1962年発行の『ポーラン

ド労換運動史 1864-1918年。重要問題朱jJ(60) を挙げることができょう。著者グリュン

ベルクは， SDKPiLが独立総領を否定した原国を次の誤った昆解にまめてし、る， 1)帝国

主義時代における民族解放運動の進歩的役割を理解しなかった。 2)ポーランド社会の階

級・搭膚一一一ブ)レジョワジー，小ブノレジョワジー，農民一一ーの状況を一語的図式的i二分

析した。 3)ポーランド社会の社会政治的発展の把握が非現実的であった。最後の点につ

いては， グリュンベノレクはさらに次の諸点を挙げている， i)資本主義的発展の基礎を外

国〈ロシア〉市場にのみ見て Id~内的指源を見落した。 ii) 資本主義経済における市場の統

一化作用のみに注呂して帝国主義時代における遠心的傾向を見なかった。 iii)資本主義の

崩壊の前の独立達成は空想、であるという誤った見解に立っていた。この誤った見解は民族

(56) すでに 1923年の KPRP第二回大会において決議されてL、る全集の刊行 (/1zjazd…， 578)が，人

民ポーランドにおL、てL、まどに果されていない Q 主主一心みならずi高平な伝記一つIiJ，ていない O
1956年の政変後?っとj墨江主が刊行された(1959ij:'-)が.はなiよだ不完全なもしつでも〈ちる。ポーラン F

でノL クセンブルケを子がけといる数少ない'万働運動史家トイヅには. 1971与に士lJ，i義人む‘?の活刊誌

もこ千J~ ~tk たぷ tFにおいて汗タト 114 二「よいてノL ケヒンブノL ケノヲ官、 ，t!.! への i討心ヵ L ま F 主ず ι まっていると

いうのに生Ik]のホーツンドに討いてはーlムjに関心ん，-Llニ，tLT... '.、ことィゼ嘆い ζいるが，この発戸は品
よ1:のポーランドにとってぎJコめて持政「内こ、J-:)る。 F.Tych， "Kto si~ bυ1く6乏yLuksemburg (五註
がローザ・ノL クヒンブノL ク合恐れ亡いるのか)?“ Polityka(政的)， 20. III. 1971， 11. 

(57) ルグセンア、/レグの『ロシア革命論』が公刊されたのは，共産品iでおそらくホーランド fニ:-rと，むわれ

る。改革派知識人の機関誌~'ポ・プはストケjJ 1957年 2汀171[ ij-iこ発表されたホツ cJoブェノレト (]. 

Hochfeld)の情熱的な lL-- クセンプノレク擁護論 "Zzapomnianych polemik (忘れられた論争から〉“

今見上。この.;己'J;:~土 Cio主kosz宅 Ró五α Luksemburg. ・・， 233-4(-)に I[}録されさいる。 Lカミ Lホッネブ
マーノレトむ.民族問題におけるルケ七ンソノレケの見解は支持 L;:ftいとしている. i，.JJ:. 242. 

(58) 1942-1949与iこ{(HeI j二 KPP の後身内党υnUI:(})トーーサン卜討e.'j;-H;lj {j党 (PけIskaZjedlH ICZりll<t
Partia Robotnicza-PZPR) I}) tiIi身。

(59) ゴームウカ (¥V. Gomu主ka) ，工1948{ドに，ポーケント強立心問題においては PPS の)jが SDKPiL

よりも大~な政治 I'j'~リアリスムケ見せたと述べたこと仏ある。 '''í 11主この演I(誌はゴム 1'; カ批判jのひと

つの口実に詑われよこか， 戦後ポーランド心絞!とぜこもっとも強L、刻印な践すことになる PZP民の lil(

ttjlのこの完Jは. l 、ふ通tこし f退役(j甘で1うるや N.Bethヒ11，Gomutk仏 HisPolω1dαnd lJis Commu・
nisrn， London 1%9， 144; P. Raina， Gomulka. Politische Biοgrαρhie， Koln 1970， 74-G. 

(60) K. Grunberg， Cz. K泣いwski，Hisloria 1うolshicgoruchu rohotniczego 1864-1918. W~ZiOlt'C 
zagadnieniα， Warszawa 1962， 147-6:5. 1914;がま℃ υ')辛は Grunbergが担当してし、る C
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解放運動のように当待の勢力関係のなかで本質的な役割を演じた要素を捨象してしまった

こと，社会主義がまず若干の遅れた国で、勝利し幻るという二とを理解しなかったことに起

歯している o iv)民族を越える労働運動の統-を確保するという名目の下に独立綱領を

掲げる PPSに一面的な批判を加え，協力を不可龍としてしまったc 著者は結論として

[-SDKPiLは，当時多くの雑誌や書籍から不断に「有機的合体の党』あるいは『反愛国主

義者の党」という類の非難を加えられたが，これに対して納得のゆくやり方で論争し，非

難を退けることができなかったJ(61)と述べてし、る O この結論は， とりもなおさず現代ポ

ーランドの璽史家自身にとっての SD五日Lの伝統を擁護する困難さを示してし、ると見て

よいであるう O しかし興味深いことに，一時公式マルクス主義におい℃一・般的であった氏

族虚無主義という評価が， 今日のポーランドでは姿を消してL、ることである。今日のポ

ーランドでは，ノレクセンプノレクは愛国者一一一ノレクセ γブ、ノレクがもっとも忌み嫌ったことば

一一ーということになっている。悦〉ここに自己の過去をたんに革命的伝統によってのみな

らず，また愛国主義的伝統によっても正統化しなければならない今日の政権の政治的要請

が働いていると見てよいであろう C

PPS的方向が， ポーランドの現体制のイデオロギーにおいて隠花植物的存在であると

すれば， 亡命ポーランド人壁史家チョウコシュ (A.Cio:lkosz)におし、ては公然たる承認

を見出している C チョウコシュによれば， [ ローザ・ノレクセンブソレクの思想的図式は，き

わめて単純，透明，論理的tあった。その主な，そして本来ただひとつの誤謬は，事実と

妥協することを拒否したことであったoJ(63) これに対してレーニンは，問題を弁証法的に

立てたが， I最終的な効果は，同一， すなわちポーラ γ ドをモスグワに縛りつけること，

言うところのプロレタワアートの利害，社会革命の名においてポーランドをモスグワに従

属せしめることである筈であった。J(64) チョウコシュは，このようなノレクセンブソレグ=レ

ーニ γ的な立場に対して，ポーランドの独立を無条件に支持したマルクス z ェγゲノレス=

PPS的立場をよしとしている。(65)

東ドイツにおいては，ポーランドとは若干異った評植がなされてし、る O ノレクセ γブノレグ

伝の著者エ/レスネノレ (F.Oelβner)は， 1951年に，ノレクセ γブ)レクが民族自決権Iこ反対し

たことを批判 L て[この権利(=民装白決権〕は主さに今日わ，f lJ)Jl ドイツ民族~ことって

決定的な意、味をもってし、る……。もし今日われわれが，ローザ・ノレクセンブ)レクの理論に

従って問題を処理するならば， ドイツ再統一の問題に無関心で臨まなければならないし，

(61) I九j上. 161. 

(62) R. Werfel， "Ro乏aLuksemburg na marginesie pierwszぞgopolskiego wydania pism wybranych (υ 

ーザ .1レクイニンソーパク。ポ F句ジント謡選集第←・版の余i斗にて)，'‘ Wρ，1， xxiv (1/_"-ノレブェノしは.1957ir 
の『ボ・ゾロストウi誌において改革派のホッホフェルトに批判された人物である。 Cio主kosz，Ro土a
Luksemburg...， 247-57 ~こ再録されている再者の論争的記事を見よ); S. Arnold， M. Zychowski， 

Abris der Geschichte Polens. Von den Anfangen des Staαtes bis in die neueste Zeit， 

Warszawa 1967， 172. 

(63) Ciollωsz， Rδza Luksembur g， 109. 
(64) [iijJ二， 122. 
(65) チョウコシュはこの観点からマルクスのポーランド問題における立場心分析にも-3を献げてい
る， Cio主koO'z，1{arol Marks a powstanie stJ口約~'owe (カール・マノ工クスとー丹蜂起)， London 
196:1. 
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西ドイツの兄弟姉妹をその運命にゆだねなければならないということになるであろうJ(66) 

と述べている C ところが 1970年から刊行され始めたノレタセンブ、ノレク全集への長大な序文

iこは， ノレクセンブ、ノレクが民族自決権に反対したニとには全然言及さj〆Lてし、なし、。 (6i) その

代りノレクセンブ、ノレクが「帝国主義に対する異った民族の労働者階級の統一的関争 iを A貫

して交持したことが強調されてL、る。 (68) にふたたび今日の東ドイツの政権の攻治的要

請が働いていると見ることができょうっ今11においては民族白決権は西ドイツの公λイデ

オロギーとなっており，二Ju二対して東ドイツでは，とくにホーネッカー (E.Honecker) 

がドイツ社会主義統-党 (SozialistischeEinheitsf池宮teiDeutschlands-SED) の第一書記

に就任して以来，西ドイツに対する Abgrenzungspolitik (1 ー線をi出iする 政策)が強説

されて氏族n決権はじよの)高ではとんど己ー及されなくなってし、心。〈的)
ソヴィエト・ロシアにおいて法，1レクセンブ)レク:t . iI:y (10 I~ /J遣し忘れさら，hた今、の如く

であったが，近年徐々ぜこ注Hを浴ひるに至っている O ルクセンブノレクに対する関心は，まず

文学， とくにロシア文学に関するノレグセンブ、ルクの評論集の出板となってあらわれた。(，0)

ついでポーランドの国際主義者一一十月革命以前の段階において世界のあらゆる左派系

グループのなかでロシア・ポリシェヴィキ Iこもっとも協力的であったグループーーの指

導者としてのノレクセンブ、ノレクの存在が注目されるようになった。 (71)本稿においては， ノレ

クセ γブ、ノレク生誕百年を記念、して発表されたソヴィエトの史家マヌセーヴィチの論文をlf1 

心にして，ソヴィユト・ロシアにおけるノレクセンブゾレク評価の最近の動向を簡単に紹介し

てみよう O

ソ連におけるルクセンブ、ノレク再評価の動きは， rマルクス主義文献において普及してい
る第二インタナショナノレ左派の一面的評{屈の克服J(72) の一環と見ることができる C こ;!L

i主亘うまでもなく先に紹介したスターリン的見解を克服しようとするものである C ノレクセ

ンブ)レクは， ソヴィエトの史家によれば， I第二インタナシゴナノレ左派のなかでもっとも

ポリシェヴィキに近い立場にあった名うての指導者J(73) であった。新しいノレグセンブノレ

(66) Oelβner， Rosa Luxemburg， 195-6. 
(67) G. H.adczun， ，.Vorwort，“ GW. 1-1， 1-44.たんに労陣佐占級なそ v'):j~ ぴ)討会 I~j ト 1'!'l ~j tJ込ら孤立させる i r~呉
っ/二誌IA問題め解決定; 、ニパ反されて L、るの hで 1りる， 1， iJ !:， -1. ι ケーとンゾ/t-ケの訴!い伝，;己，
λ. Laちchitza， G. Raclc・Zl!ll， Rosa Luxemburg. Ihr l'Virkcn in r/cr dcutschcJl JlrheiterhclVC'f.:lfng， 
Berl in-():.ぺ 1~J71 、 t， /~ケン F ノL '-' U) 己 ι li ;J j出;こ fJ;;ーら.，~:~けいこより"J: L、一一段 iど L、らノγ
ペク七ンアノレケが~広 n i!と後 ιjぷ X，J し fニニとについては， SPD ;こよるこの間企の:.;t曲iニ反対しに
ものと L ζむしろボジ J'..f ，/にd引liJiL てし、る (357-63)む

(68) RadcZlln， "Vor・wort，'‘ G防T，I-1， 41. 
(69) これに作って政府民間のタイトノしのなかの Deutschland ということはが系統的ゼニトイヅ民主共和
[:1 (DぞutscheDぞmokratischぞ H.epublil王-DDR);こヒって.hc~ 治、とられている (fニ七えは Deutsch，
bnJ;;ender-~Sender dぞrDDH¥ /1' t!守" Deutschbnd ，.¥、"(lliijf.:;;;'ひ、"¥、 ，n，¥-_党名三党{ノり
桟 i主j;I'よ~ Neucs Dぞut:::chland ニけ』といっ ζ主い二ふろうり

(70) P03a Jl幻Kce.At6ypz0 Jlumepamype C!1 ---，.1'-・ルケビンー1 IL- '7ハむムi6，i)， M. Kopa刀λOBaijlllJな:，
1¥10己kva1961. 

(71)口yXJIOB，Jf3 ucmopuu...; A. ['.江leBe.'leB， EpamcKoe compyδl-lU'leCm80 lZOJlbCKUX 
cOl{uaJl-δe.MOKpam08 C .60JlbLUe8UKa.MU 8 1903-1910 2Z・(ポーランド社主民主党l'tとよ 1)
シェヴイキとの兄弟IY0協力， 1903-1910 1ド)， Kiev 1966; 11. C.日)K60pOBCKa冗，np06Jle.Mbl 
uaeOJlOZu'teCK020 pa3BumuH nOJlbCK020 pe80Jl幻勾UOH.l-lOZOpa60'ie20δ8 u:JIC e H. U>i (ぷ一二F
、/トの主命的 '}Jl必運動〈。イーノオロギ~I'I:J 11)( 1之の日i守山地])， Mo:::kva 1972. 

(72) MalIyceRlPI， <{P033 JIIOKeと ~16ypr...>> ， HOBaH II l-lOBωwa刃llcmopll刃， (1971 )-2， :10. 
(7:l) I"J 1.， :)[). 
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ク評価の基準は， 次の一文から容易に見てとることができょう:「……ノレクセンブ、ルグの

活動は，レーニンと密接に協力すればするほど，それだけより効果的に，より一貫したも

のになった。〔これに対して〕このような協力関係が弱まると， いわんやノレクセンブノレク

がレーニ γ と対立したときにはいっそう，ノレグセ γプノレクはきまって由々しい誤謬と単純

化に路ったoJ(74) このような一般的評価は，おのずから民族問題におけるルクセンブノレグ

の立場の評価にも反映せざるを得なし、o 1レクセンブ)レクの立場を基本的に誤謬とする評価

は堅持される O しかし[民族的虚無主義を島たかもローザ・ノレクセンブノレクに富有のもの

とするが知き広く普及Lている説 1(75) は強く退げられる。 ソヴィエトの史家は， 現代ポ

ーラ γ ドの史家と異って，民族問題における立場をノレクセ γブ)レグの犯 Lた最悪の誤謬と

はしなL、。最悪の誤謬は，ソヴィエトの史家によれば，ノレクセンブノレクがロシア党内の問

題に干渉して，ポリシェヴィキのみからなる党を建設しようとするレーニン'の企てに反対

したことであった。(6)

マルクス主義者によるノレグセンブノレク評価は，多かれ少なかれそれぞれの，そのときど

きの政治的関心に基いており，ノレグセンプノレグのあれこれの立場が[正しかったJあるい

ぽ[誤っていた」ことを論証することによって自己の政治的立場を正当化しようとするも

のであった。イギリスの政治学者ネトノレ(].P. Nettl)は，このような J正しかったか，

誤っていたか」方式の評価をせずに，ノレクセンブノレグわ民族問題における立場をかのじよ

の思想的心理的に一貫 Lた生活態度のひとつの顕われと捉えた。(77)ネトノレによれば，ノレ

クセンプルクの民族問題における立場は，ポーランドにおける経験の拡大であった。ポー

ラγ ド問題においては，ルグセンブ、ノレクは， 1)民族的額望と社会主義的願望とは互いに

相容れないこと， 2) とくに社会革命の期が熟しているロシアにおL、ては，民族自決権の適

吊は，階級闘争にマイナスの効果しかもち得ないこと，という二つの仮定に立っていた。

ノレクセ γプノレクが，このようなポーラ γ ドにおける経験から出発して，自己の立場の普遍

的妥当性を主張するに至ったとき，レーニンの批判に遭遇した。しかしレーニンの定式化

にも矛震があった。それは，画家関係のレヴェノレにおける民族自決主義と党組織のレヴェ

ルにおける中央集権主義という矛君である O ノレクセ γブ、ノレクがこの矛盾を指摘したとき，

かのじよはある意味でレーニンの定式化に内在する矛居の論理的帰結一ースターヲン主

義的実践一ーを予挺したということができる O ネトルはまたノレクセンブ)レグを，民族から

階級に忠誠心を移しかえることにもっともよく成功したマルクス主義者として高く評価し

ている C

111. JL-クセンブルクにおiする民族自決権の概念

ノレクセンブ、/レクの民族問題についての発言のなかには，はとんと一つの教義と呼んでも

さしっかえがないような一貫した見解を確認することができる O 本稿におし、てはかのじよ

(74) 同上 23.

(75) 向上， 21. 

(76) 同上， 30. 

(77) Nettl， Rosa Luxemburg， 842-62. 

68 



東成の民族問題とマルクス主義の民族自決権概念

の民族問題における立場の概念的把握が問題なのであって，その成立史が問題なのではな

し、。したがって本章においてa，問題を年代記的にではなく論理的に追求してゆくことに
なる。しかしもちろん， 一定の概念の正縫な把握を期するために，その概念の成立の背景

にまで立入って言及することが必要な場合には，そのつど成立史的考察をするにやぶさか

でなL、。

1. nation(聞の概念、とその帰結

nationの二つの概念 周知のように西ヨーロッパにおいては，近代国家が成立する前

に民族の統合が進んでいたので，民族の境界と国家の境界がほぼ・致することになったっ

この理由で西ヨーロッパに.おいて;i nation ということi工は， 1)同家に犠!えされた人間

集団， 2)民族性を共通にした人間集団，という二つの意味を合せもってL、fニc Lカ、し東

ヨーロッパにおいては， 国家の境界と民族の境界はかならずしも一致していな治逸ったの

で nationということゴはその再義性を維持することができなかった。 natIon というこ

とぽ(ポーランド語り対車語は na拾のは東ヨーロッバで;まもっぱら民族性を共通にする

人出集珪という意味で用いられ，国家の構成する入国集団という意、味では用いられなかっ

7こ。(79)

マノレクスとエンゲノレスにおいては，両者の区別がまだ意識されていた。カウツキーやレ

ーニンにおいては，両者の区別はもはや意識されず，東ヨーロッパ的な意味の nationに

西ヨーロッパ的な nationの属性をあてがう努力がなされたc(S9〉ノレクセンブ、ノレグ iこおしもて

はどうであったろうか。問題を先取りすれぽ，ルクセンプノレクは，カウツキーやレーニン

と異って，自己の民族理論を nationの西欧的な童、味と東欧的な意味の峻}}IJの上に立てて

いた。かのじょにおいては，政治的な行-為の主体で島り自るのは話i者のみであり，後者は

もっぱら私的な文化的なものにとどまるべきであった。

民族の政治{との拒否 したがってたとえば，プロレタりアートの党は労働者がどの民族に

属するかにかかわりなくそれぞれの国家において，その政治条件に志じて組織されなけれ

ばならなかった。仙〉ルク七ンプルグは， 自分の創設した党にポーランド王国社会民主党

(Socjaldeffiokracja Krolestwa Polskiego-SDKP. 1899年にリトワニアの組織が加わって

SDKPiLとなる) という名称を与えた。 こJe:よ， ノレクセンブ)レクの思想を正確に表わし

(78) フテン語の natぬということ句己主， ヨーロツパ心各国語Jこjムーく受:t容れられているが， それぞれ
の世話において若「異った意味什容を獲得しといる。本詰~:'こ1ゴL、ては;正氏酉以:の natio概念に典

型的な刻印を!テえたフランスJ互の natlOnを基準にとりたい G

(79) Nationalism. A Reρort by a Study Gn凡Ipof Members of the Ruyal InstItute of International 
Affair:-:， ;;u 2 I払 Lりndon196:-¥， xvi-xx， x2; E. H. (二arr，Nαtionα/ism and after， London 1945， 
l-2，明l，iI:1. 

(80) I!ILi己のようにり'!ソト--.二~J l. _ Lレ ーン i二/)" 、ても室長n(j)，i命舗を足立している β‘，このIU1;m撰i
連においてLtさしあたり K. Kautsky， "Die mod白・neNationalitat，“ Die Neue Zeit， V (1887)， 
392-405， 442-57および JleHHH，<<0 npaBe HaUH払..))， ncc， XXV， 298-9; <<PeBo瓦幻UHOI切らI註
npo五eTapHaT・・.})， i'IJ上， XXVII， 61; <<CoUHaJ1HcTwlecKaH peBOJI町立日兄 H npaBo HaUHu Ha 
caMOOnpe.lle.lJel切 e.TesHcbI (注会主義革命と記長自決権。テービ)>>[191tiJ， I，;J上， XXVII， 260-1 
~見よ。

(81) "Kw出 tiapolska na Mi~JzyllaroJowym K()ngrcsie w Lυndynie (υ ンドンのインタナシゴダペ大
会にお;tるポーランド!UliaD'‘[1896J. lVム 1，51-4， SDKPiL， 1-1， 441-3 [Dieρoln. Schr.， 
149-52J. 
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たものであった。すなわちこの名称は，この政党がロシア領ポーランドの自治国家ポーラ

ンド王留の政党であって，ポーランド入の政党ではない，ということを表明していたc(S2〉

これに対して，ことさらに民族別の組識原則をとり，民族の相違を政治化するものは，そ

れだけですでに民族主義政党と呼ばれるに価した。ノレクセンブ、ノレクの敵子はポーランド社

会党 (PPS) と名乗ったが，この名称はこの党がノレクセンブ、ノレクの党と異ってポーランド

人の政党であることを暗示してL、た。ω〉はたしてこの政党は， 労識者を国境に沿ってで

はなく，画境を越えて民族別に組織しようと試みたo PPSはインタナショナノレの大会に

三分割領の社会主義政党を統一的に代表する合同ポーランド代表団を送った。これに対し

てノレクセンブ、ノレクは Jかれら (=PPSの指導者〉は， [インタナショナノレの大会において〕

社会主義政党の代表者が unational な代表団j ニグループ別けされる場合に"Nation“ 
ということばは I国家」というニとばと同義に用いられること，社会主義政党の代表団は

過去あるいは未来の画家ではなく，たんに境在の国家のみを代表することになっているこ

とを忘れている J(84) と非難している O

マルクスとェ γゲノレスは，ポーラ γ ド入が国境を越えた統一党をもつことにけっして反

対しなかったが，ノレクセンプノレクの主張はある意味でマルグスとェ γゲノレスの理念、を正確

に東ヨーロッバの地に適用しようとしたものであるということができょう O 著名なマノレグ

ス研究家ロズドルスキー (R.Rosdolsky)によれば， r共産党宣言jのなかの ...dasProle-
tariat [musJ sich selbst als Nation konstituieren という有名なくだりにおける Nation

とは， 出自と言語を共通にする人々の全体一一従来多くのマルクス主義者によって採ら

れてきた解釈一一ーではなく，一定の富家の枠内に住む人々の全体を指している ofS5〉

畏族文{ヒむ擁護 民族が私的な，文化的なものにとどまらなければならないというこ

とは，民族を政治化してはならないということを意味するだけであって，私的な，文化的

なものとしての民族が脅威にさらされているときにこれを防衛する政治的行為を妨げるも

のではなかった。ルクセンブルクは，愛国主義ということばが，西ヨーロッパでは通常私

的な桂昌愛という意味で{吏われるのに，ポーランドではポーランド富家の再建を目指した

ゅの 1893年 4月15日付のヨギヘス鬼の子紙，Listy...， 1，9-10; "Zawiadomienie rohotnikow z organizacji 
i王rajowej(国内組織の労{最高の通 í，~")“ [lR93J， SDKPiL， I-l， :)()-2; "List redakcji Sρrαwy 

Robotniczej do orεanizacji krajowej SDKP 0 bie乏qcychsprawach partyjnych UtL I'"の党l日山;日叫i司]!凶逗につ
いてり Fスプジウグ、J、ア.ロボトニチヤJlJ誌志総柴i部3司事li治か、ら SDKPI凶豆i内付義訟i織あ ζの子抵)“〔口1893む]， SDKPiL， 
I一-1，3お6一子7;

G野r七， 1ト一1，88. 

(83) Polska Partia Socjalistyczna (=Polish Socia1ist Party; Polnische SozIalistische Partei) の意味
は，両大戦t1IJのポーランド共産党の名称 KomunIstycznaPartia Polski (ニCommunistParty 01 

Poland; Kommunistische Partei Polens) と比較してみるとよくわかる O ポーランドということ

ば合前者むように形容詞として前置すると，ポーランドの，あるいはポーランド人のという怠味が

強くなり，後者ーのように名詞の生格として後詮すると，この党が，ます立会主義あるいは共産主義

故党であることが前面に出てきてそのあとの生格名誌によってこの党が冨際的な社会主義あるいは

共産主義組識の一自の支部であることが暗示されるという仕組になる O
(84) "Neue Strるmungenin der polnischen sozialistischεn Bewegung in Dεutschland und Oesterreich“ 
[1896J， GW， 1-1， 24. 

(85) R. Rosdolsky，“Worl王erand Father1and. A Note on a Passaξe in Thc Communist Maniゾest，"
Science and Socicty， XXIX (1965). :BO-7. 

70 



東欧の民族問題とマルクス主義の民族自決権離念

一定の政治的続領という意、味-c{吏われると述べている。〈剖〕かのじよは， このような意味

での愛国主義には反対したが，子私的な祖国愛jを尊び， それに加えられるさまざまな政

治的抑圧を排撃したc

ノレクセンブ、ノレクが，ユダヤ人の出身である tこもかかわらず，熱心なポーランド文化の愛

好家であったιとはよく知られている。山}ノレクセンブノレグよ， ポーランド民族文化に対

するプロレタリアートの態度についてつぎのように述べて L、心， r反代ポーランドiニおい

ては， ドイツ=ユ夕、、ヤ=ポーランド系のブ)レジョワジーがありゆる国の資本家階級のな均h

でもっとも函際的な， tLっとも反氏族的な資本家階級となっており，高級貴族の・部はブ

ノレジョワ化し，也の一部は精神的野蛮にまで顔落 Lており， -F級貴族の~r~l;ユ都市小ブゾレ

ジゴワジーに融け込/しで Lまい、(世の./;1; はJJl~l(1として.[;;) ，農民はそもそも文化字受以

liiJの段階で押さえつけられ山、る。この現代ポーランドにおいてi之，階級意識をもった工

莱プロレタリアートが政治的に破産した民族主義の文化的側面の守り手となる関心と社会

的可能性とを合せもつ唯一の階層を形成している斗(88) ポーランドの愛国主義的なロマン

主義詩人ミツキェヴィチくA.1'v1ickiewicz)について， ノレグセンブ、ノレグは次のように書い

ている， rかれは，貴族民族主義の最大かっ最後の詩人であったが，まにかようなものと
してポーランドの民族文化のもっとも韓大な担子ーであり代表者であるひそしてカミようなも

のとして，かれはいまやポーランド労{勤者階毅に属 Lて'.'る c ……ドイツで;ヱヲマルクス

の表現を借りれば， F皆殺意識をもったプロレタリアートは， 占典哲学の遺童相続人であ

る。ポーランドにおいては(プロレタリアーいじ 也の歴史的関連のせいで一一ロ

マン主義詩文学の遺産相続人である……。rω}ノレクセンプルクは，このような観点から，
占領政府による民族性剥奪政策く民族文北の弾圧，官庁・学校におけるポーランド語伎泊

禁止)に対して抗議の三言論活動を展開 L，I民族性擁護Jのスローガンを掲けごたっく90)

周知のように，当時国禁社会主義運動において氏族文化のスローガンをめぐっ℃，三つ

(86) "N eue Stromungen...，'‘ G防T，1-1， 15. 

(87) Frるlich，Rosa Luxemburg， 19.当時の京ヨーロッパ心ユタ γ人心知識1;託繰りあ、、どにはドイツ文化
の心開手11ーがらカミつにc r.:~ 、t1tjにのあL、だ百二はニのト込 fッ趣味i二)j(はして，-r.ーランド乞化にjlti{j'IJする
人山仏土i!われた G 東 r_，1 ツ" ν， )乙守 γ一人の之iとIIヲ状況につし、τ;主， T. Deulscber， The Non-J cwIsh 
]eIV， Londり11 1968，見-20が生寺と Lた活写生与えている。一fi時ホーランド文化へのfLn径tlカもん熱

狂的主ボーラント愛ビiL主義Jfiこなったユタ γ系知識人もいた〈たとえば S.Mendelson)が， ルア

センブノレクほ生誕ポーラント， ロシア， ドfツの三つの之{ヒのあいだの均衡を侃っ 7こように目、わ

れる O
(88) "Adam Mickiewicz“[1898J. G W， 1-1， :i06-7. 

(89)υJ 1:. 307. 
(90)民住文化持遣にふー及 Lt二I315丈，i己'h. がi，Ji.. f.j，'iJ民的文1;;ヱ売買訟にあるが， 代主的なもの，々 学:デJL
重工. ，，0 wynaradawianiu. Z pOWりdu dziesi~ciolecia rz<!dow jeneriilgubernatora Hur1ω (1己民け

のまE奪について C ブノしこz総白の統治10周与;こ際 Lて)“ [1893J. wムI， 3-6， SDKPiL， 1-1. 6-9 
[Dieρoln. S'chr.， 39-43J ; "Eine Blute de:o Hakatism出“ [19CX円， G W， 1-1， 759-63; "W obl・UI1!C
naroc!owoゑCl 氏Ij}iYLを搾:韮して)“ [1900J，Wρ，1，265-86 [GW， I-l， 81O-28J. ニれを見れ;工，
f民民主M:主義!という tよ!とI!iliが勺合目ていf仁L、こと方、rljjらカ込 Cちろうっ しカミ L辿 }jノしケセンゾノレ 7
が{一位ILi行 -cふっ/二とい':'"flilli し • !~l: i '1 r;. ;というニと雀ヱタ;ふつう ."LのJL:.c{{i (1な仕立I!長士 Hll毛
らわろ三とえ了考えれば浜 ;i 1二L、わ f三;ナ i，:f三九九‘いで台2んろ '1- '; .1二ンプノレヶ;工f仁にどりもゴi:政治

(i'-J・之{仁11')/c"2111 1ペーごわっと c
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の大きな流れがあった。一つはカウツキー=レーニン的方向で，他はレンナー (K.Renner) 

宮パウアー的方向であるc 前者は民族文化のスローガンに反対し，これに国際文化のスロ

ーガγ を対置した。(91)これに対して後者は民族文化のスローガンを高く掲げ， プロレタ

リアートは民族文化の担手とならなければならないと主張した。悦〉こむように見ると，

ルクセンプノレグの立場は，レンナー=バウアー的方向に近かったということができょう O

レジナーとバウアーは，住民を民族別に政治的に組織するというラジカルな解決案を提案

した。これは一見，民族のあらゆる政治化に反対するノレグセンブ、ノレグの立場と真正面から

対立するかのように見える O しかしレ γナーとバウアーは，民族の政治化そのものを巨標

としていたのではなく，民族に一定の政治的権利を移譲することによって民族を政治的に

中立イとすることを終局呂標としていたのである C レーニンが，ノレクセンブ、ノレクの民族文化

の綱領について， これは悪名高いオーストリア派の民族綱領であると部諭した〈時〉のも，

まったくの的外れではない。

民族自決権概念の両義性 ノレクセンブ、ノレクにおいて nationの二つの概念、が鋭く使い分

けられているからには nationの自決権もまた二つの意味を帯ひ、ざるを得なかった。す

なわち nationの自決は，函家にお汁る人民の自決 かちに国民の自決と呼ぶことに

しようーーとしてのみ， プロレタリアートの綱領に受け容れることのできるもので，民

族を政治化することとしてはけっして受け容れることのできないものであった。こうして

ルクセンプルグは，国民の自決としての natIonの自決の紙面たる支持者，民族性原理に

基いて国家を組織することとしての natIonの自決の断固たる童文対者となった。この民族

性原理拒否の態度はきわめて一貫したもので，民族性原理を拒否しながら他方でヨーロッ

パの壁史的大民族の特権としての民族自決権を承認するという形でこの原理と妥協したマ

ルクス=エンゲルスをも批判の対象とせざるを得ないものであった。〈制

2. マルクス主義と畏族自決権

ノレクセンブ1レクは，独立のスローガγに反対した最初のポーランドの社会主義者ではな

。めこの問題関連においては，さしあたって Kautsky，.，Nationalitat und Internationalit註t，'‘ Erganzungs-
hefte zur Neuen Zeit，話 1分間(1908)，12-7.および JIeHHH，<<Pa6o刊誌 K.naccH HaUHOHa-
.nbH副首 Bonpoc(労働者階級と民族問題)}> (1913J， [Jcc， XXIII， 150; <<npoeKT n.naT争OpMbI
K IV Coe3，11.y COUHaλ一江eMOKpaTHH.naTbIIIICKOiO Kpa兄〈ラトヴィア社会民主党莱盟国大会の
ための綱領草案)}>(1913J，同上， XXIII， 208-11を見よ。

(92)前記のようにレンナーについてもパウアーについてもそれぞれ独自の論稿を用立しているが，この
問題関連においてはさしあたって， K. Renner， Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen， 
LeipzigjWien 1918， 41， 69， 136-7; Bauer， Die Nationalitatenjrage， 313-9， 505， 507， 533 

を見よ 0
(93) JIeHHH， <<0 npaBe HaUH北..)>， [Jcc， XXV， 309-10. 

(94)後段78買を参照せよ。エンゲノレスはカウツキーやレーニンと異って誌族?笠原理に控}二回として反対で
あり，多民集国家としての，したがって民族性原理に基かないポーランド国家の再建を諸護した，
"Was hat die Arbeiterklasse mit Polen zu tun?“ (1866J， Werke， XVI， 153-63. エンゲノレス
は，このとき，ヨーロッパの歴史的大民肢の特権としての民族自決権とレろ考え方に非常にアグシ
ツシグな 7f~の民能性原理が潜んでいることにま走、を払わなかった G

ゅの fプロレタリアート」党の歴史については，Historia tolskiego ruchu robotniczego， 1， 58-84; 
Grunberg， Kozl'owski， Historiα..." 61-75;し Blit，The Origins 01 Polish Soaalism. The 
History and Ideas 01 the First Polish Soaalist Party 1878-1886， London 1971を見よ。
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し同 1882年にポーラ γ ドの最初のマノレタス主義的社会主義政党，間際社会苧命党|プロレ

タザアート J(妊i~dzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia "Proletariat“〉が結或さ

れている(閉が，この党の指導者ヴァリ γスキ(L.WaryIIski)は，独立のスローガγに反

対し， マノレグスとェ γゲノレスの権威に敢えて挑戦している。 (96) このように見ると， ポー

ラγ ド独立に出←極的な立場とマノレグス主義の原理のポーランドへの適用とのあいだには，

なんらかの関連があると仮定してもよさそうである。そこでノレクセンブ、ノレグがし、かなる論

拠に基いて持殊にポーラ γ ドの独立，一般的に民族舟決権に反対したのかを検討してみ

ト t
d、ノ G

マルクスとエンゲノレスは，ポーラソドの独立を主として反動的なロシアに対する防壁と

して支持したのーであった。もちろん独立運動が社会的に進歩的な性格をもっているという

論拠もときに使われたが，これ:土むしろ派宅的なものであったっこれに対してノレクセンブ

ノレグは次のように述べている， iポーラ γ ドの民挨運動についての西ヨーロッパの社会主

義者の大抵の発言は，独自の特徴を示している。すなわち，ポーラソドにおけるこの運動

の内的社会的な性格を，ヨーロッパにおける思際関係のなかでこの運動に割りあてられる

役割に従って評倍するのがしきたりになっている。われわれの見解では，逆にポーランド

統一運動のヨーロヅノミにとっての役割を，この運動がポーランド自体においてその社会関

係のゆえに有しなければならない性格;うミら導き出すのがより正しいであろうと思、わh

るO !〈宮7) ノレグセソブ、ノレグが比稔的に述べているように， それまでポーランドの独立運動

は，あたかも市街戦におげるバリケードが物理的に銃弾を遮断するように，ロシアの絶対

主義から西ヨーロッパを楼域的に訪衝するものと考えられたのであったの〈泊)ノレクセンブ

ノレグは，この上うな見方に対して，ポーラ γ ド白体にも階級意識をもったプロレタリアー

トが成立する時代にほポーラ γ ド問題を外的な観点からでユなく，内在的な発畏の観点か

ら評価しなげればならないと主張したJm ところでこの内在的発展を理解するもっとも

よい手立を与えてくれるのが， ノレグセンブ/レクによれぽ， 誌ならぬマルクス主義であっ

た。しかしマルクス主義と注， PPSのようにマルグスとエンゲルスが個々の具体的な問

題にとってとった態買を同執することでばなかったっルグセ γブソレク沈，これを教条主義

として批判した勺ノレグセンブ、ノレクにとってマルクス主義と辻，マルクスとエンゲノレスが歴

(96) ルケセンブノレケ l主グアゾンスキのこのような既況の権戒を恐れないf虫夏を賞遣している "Przed-

mowa...，“ Wjう， 1， 373-6， 2，79-80 (Die poln. 8chr.， 182-5， 189J.エンゲルスは，ヴァリンスキ

が独立のスヲーブfン己反対したこと乙不講であった。 1881年11丹8日?こカウッキ-(土ヱンゲノレス有

の書簡において，最迂ポーヲン F'の?士会主義苦のあいだで e 独立のスローブfンに反対する潮流が強

くなっているが，われわれもこの潮流を支持するべきでは反いかという間々出 Lt:二， B. Kautsky， 
Friedrich Engels' Briefwechsel mz't Karl Kautsky， Wien 1955， 46-7.これに対してエンゲ、ノレス

は18821;'-2丹7r=l 付の逗;'干において， ポーランド人はほ際的である前;三足挟的でなければならな

いとして， 1fr Lい潮流に討する反対を表明 Lている，Werke， XXXV， 269-73. 
(97) "Der Sozialpatriotismus in Polen“[1896J. G再T 1-1， ，12-3. 
(9R) ノく 1)ケー;、 lヱルケモンブヰノクにとってつねにす子機的内千五的弱進に立!湾ILない怠意的暴力的な卒命運

動の集散℃あった。日土‘ 1--1，42; "Socjaldemokratyczne 1ama註ceprogramowε(社会愛国主義

的綱鎮曲芸γ [1902J，8Df{Pi・L，II， 76 (Die iうoln.8chr.， 166-7J; "Przedmowa..勺“ Wp，I，
371-3， 394-5 [Die pol弘 8chr.，-180-4， 205-6Jを見よ。

く99)"Przedmowa...，“ Wム 1，374-80 [Die iうoln.8chr.， 183-90J. 
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史過程の分析に用いた方法で、あった。ノレクセンブールグによれば，この方法は，階級闘争の

理論と経済発展の理論の二つから成っていた。 (00) そこでまず経済発展の理論から考察し

てええよう r

i ) 経済発展の理論と民族自決権

一般的背景 あらゆる社会境象の生命力をそれが一般的な経済発展の傾向に却してし、る

かどうかという観点から測定するのは，当時のマルクス主義者に共通な額向であった

が，ノレグセンブノレクにおいてはこの傾向がその特殊ポーランド的背景のゆえにとくに強か

ったように患われる。当時ポーラ γドでは，有機的労働 pracaorga nlCZnaというスロー

ガンが一世を風醸していたっこのスローガγは，現状を実際に変革するものは一握りの人

間による突然の武装蜂起ではなくて，国民全体の長期間にわたる地道な経済活動であると

しづ信念を表明していた。 これはもともと， 1863-64年の民族蜂記の控訴の経験にもとづ

いた一種の諸念の思想で、あったが，蜂起の失敗後に起った未曾有の経済発展に支えられ

て， また西ヨーロッパから輪入きれたポジティヴイズムの哲学に裏打ちされて，支配階

級， とくに新しく成立 Lたブルジョワ階級のあいだに急速に根を下してし、った。(01)労働

運動にもこの思想が大きな影響をおよぼしたことは疑いなし、っ SDKPiLの前身， ポーラ

ンド労犠者同盟 (Zwi号zekRobotnikow Polskich-ZRP) の綱額には，典型的な経済主義

(3KOHOMH3:¥1)の立場を確認することができる JIG2〉ノレクセンブ)レクの基本的発想は，

1863-64年の蜂起後開始された急速な経済発展に依拠しつつ， そこから革命的帰結を引き

出すことであった。したがってんグセ γブ、ルクの思想活動は，いかにしてポーラソド・プ

ロレタリアーい主ポーラ γ ド・ブ、ノレジョワジーの正統な後継者となり得るかを解明するこ

とに向けられた。 SDKPiLが，ポーラ γド民挨民主党 (NarodowaDemokracja-ND.プノレ

ジョワジーの政党〕の社会主義的変種であるといわれたのもそれなりに理由があった。(103)

(100) 同1:， 1， 387 [197J.興味深~、ことに今日公式マルクス主義がルグセンブルグを批判する擦に汗j~、

る特徴づけ一一教条的，抽象的司式的，機械的等一一:工大択当時ルゲセンブノレクがその論敵を批

'1'1]するときにI¥j¥.、た特散づ;すである O

(101) r+i機的労働j とポーランド・ポジティウィ入、ムにつL、ては， S. Kienievuc7.， Historia Polski 1795-

1918 (ポーランド史 1795-1918年)， Warszawa 1969， 317-34; Historia Polski (ポーランド吏)，

S.えrnold，T. Manteuffel編ft， III-l (1850/1864-1900)， Vへlarszawa1967， 421-61を豆よ O
(102) Regnta， Hisoria・ー， 16. ルグセンーフーノν ケによれ;ど SDKPiLは 2RPの経済主義守克服 L.政治
防!争十強調するところから出発した。 しかしノレクセンフ、ノレクィつ理解するところの政治協争とは，資

本主義経済に対応する政治形態(=ブルジヨワ畏主主義)を獲得するとめの闘争であって，経済的

苦肉に対する設治的要因の俺越という i考えブiiこ基いた関争ではなかった。ノレクセンブルグは後者を

ブヌンキ主義として排撃した。かのじょにとっては， 1自然、発生的な社会発展の客観的要因」がつ

ねに決定的であったc "Sprawozdanie na III Mi~dzynarodowy Kongres Socjalistyczny i Robotniczy 

w 2m・ychu1893 (1893年の第三河社会主義労働育インタナショナル・チューリヒ大会への架合)“

[1約 3J. SDKPiL. I-1， 24-5 [G MぺI-1，9J; Pam持ci1 Proletariatu [1903J， ドイツ .j丹沢:
.，DぞmAndenken des ，Proletariat‘，“ G岡仁 1-2，328-9. 355， 357， 361 ; "Die Rcvolution in R!1sland“ 
[19051， G W， 1-2， 503-4および後段 88頁以ドヤ参照せよ。

く103) I~egtl 1a， Historia...， 24脚註を克上。 SDKPiLの悲劇くあるいは喜劇)は， r 1f典的労働」かん

ND こ宅るポーランド・ブルジョワジーの政治的潮流がすでにポーランド、の設治力主流である，も

しくは将来主流になると信じたことであろう O じっさいにiまこの潮流はけっして主流となることが

なかったのである O
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経済発屡の類向 周知のようにカウツキーとレーニ γは，民族国家を資本主義的経済発展

に遥介 Lfニ典型的な近代 r~f4宗とみなし，多民扶目家を吉Îî近代的と考えたの(1山これに対し

て;1/グセンブ‘ノレグ，j.."， パウアーとともに(l05) 資本主詩的経済発展にもっとも適介したi弓

家形態、を民族国家にではなく大!宇奈・征脹再家に見lHした。(06) しかし現存のすべての大

f主張国家が資本主義的発展の所産とは限らない仁なかには (1然経済時代の遺物もあり，自

然経済Il~:代 i二成立して日下急速に資本主義化しているものもある G 当時民挨問題をかかえ

ていた東欧の多民民国家は，主さにこのような類の大征服司家であった円こごで二つの間

開が'1:_じる， 1)現存大征jJ長同家が急速な資本主義的発展の詑力を示 Lている場合には，
その被trnfE民扶iれ、かなる態度をとるべきかち 2)札存大紅服用家が資本主義的発展の能

力を全然示さず¥む Lろ白熱経済にとど主ろうとしている場合に(土，そしてこの国家が資

本主義的発展の領向を示してし、る」部の構!え民技の経済的進歩を阻害している場合には，

この構成民族はL、かなる態震をと乙べきか。前者の仔IJとしてロシア帝国のポーランド民誌

が挙げられ，後者の例と Lてトノレコ帝留のバルカン諸民族が挙:子、られようっ

ポーランドの場合 19世紀を通じて西ヨーロッパの社会主義者のあいだには，ロシア革命

の可能性について懐疑的な克方が支配的であったっこのf云統的な見方に挑戦したおそらく
最初のマルクス主義者は， ノレグセ γブノレグであったと忠われる J107} ノレクセソブァルクは，

ロシアにおける急速な資本主義の発達，その必然的1:(結果としてのロシア手命にほとんど

ロマ γ主義的な信頼を寄せたのであった。(08) ロシア帝国;土たしかに資本主義的発展の所

廷で;ヱなく，自然経済の時代に成立したものであったっ当然ロシア帝冨の国家権力も前資

木主義的起源のものであった円しかしノレクセンブ、ルクによれif，ツアーリズムの権力は法

王庁にも似た驚くべき適応能力をもっており，新しい時代の要求に即応して同土の急速な

資本主義化のイニシアティヴをとっていた。ここに「ツアーリズムを世界史に三品、て支っ

たく比類を絶する政治的現象とするところのそのまったく特別の本性;があったっ「ロシ

アの絶対主義は，実際ずっと前から今日に至る主で ここにその歴史とその力の秘密が

存在するのだが一一ロシアにお;fテる経済的社会的進歩の促進者である。](109)

(104) Kautsky， "Die moderne Nationalitゑt:‘DieNeuσZeit， V， 442; JIemm， <<0 rrpaBe HaIJ，H払..>)， 
刀CC，XXV， 258-60; <<CTaTHcTHKa H COIJ，HOλorH沼「魂，:1-と託会乍ゆ[1917]， [，，] 1-_， XXX， :i49-56. 

C lO5) Bauぞr，Dic Nationalitatenfrαge...， 17:i. 474. 

(106) "Kw軒 tia narodowo公lo，va....“ Wρ， IT， 141-4 [Die j切ln.Schr.， 250-3J. 
(107) .，'ルケスとエンケ、ノLス，ラロシア観についてi土. Marx， Engels， The Russian l'vIenace to Europe， 

P. ¥V. Rlackstock， B. F. HoseJjtz編誌， London 1953， vii-xxiv; H. Krause， Marx und Engels 
ltnd das zeitgenossische Rusland， Giesen 1958 ~(立よ c マノレケスとエンゲノレスのロシア親が SPD

にいかに摂草されて二、ったかについて;工， H.-U. ¥Vehleτ， Sozialdemoわ'atieund Nationalstaat， 
Gi:主ttingen1962， 9-27， 41-3そ見よ。こみ伝統的なロツ 7国;二月ーする i_""1シア，1)マルクス主義r;のふれ11:
については.D. VV. Lowe， The Function of‘China' in 1'vfarx， Lcnin and llfao， Berlζeley/Los 
An:~ehs 1966. 52-7えプ見上サ

C 108) :-l'、/iこ干名1i:l /ニワおも/レケセンブ IL ケi工-!'tしてi'iÆ~: ，;哉(t:) i記長 lj)、にとどまったというネトル

(}) JfH占二興味深いぜぞttl.Rosa Luxernburg， 32. 

(109i "Rusland im Jahre 189伊[1898l， GVV， 1-1， 322. rn~i:深い tbt 告は f更に気づかれたことと思う
が， 二円 l'ツア'1:緯i主力ヴヱー-l) :/ CK.瓦.KaBeJIHH). ゾロ ¥7 イヨフ cc.M. COJIOBbeB)，チチ
工 (J ン (E.H. 41円 epHlI) うるわミ 1)斗コープ(口.H.ルhf.lIiOKOBi 三いだるロシアジ〉西吹il誌の終
吃'f:l~- (凶家下計三 --rocynapcTBeHHaH 出 KOλa) の慢で読であった。 ルクセンブルグがロンア
の河 J支下派と分らもっていた坦議の陸路:ヱ， 1::からぢ1るい;ヱ外からff-三られた発畏の契機がはた L
て1):)(:: fヒ[τ1'-カもらの変不の契機にil;Z:fヒLf~l るかといろ問題であった。この疑問;土ノレケセンブルケ

リトーラント=ロシア悶係の持作君ピ諸行主~にいつも残る疑問であるが，ノレケセンブツレク当身は，
二のmJ起をn覚的;こ検討せず，ナイーヴに伝化が可能であると詰じていたように
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このようなロシア国家における発展ば，ポーランドの民族運動の見通しにどのような影

響をもつだろうかのポーランドとロシアの経済がともに岳然経済であった時代には，ある

いはポーランドの独立運動は成功のチャンスをもってし、たかも知れないのしかしロシア国

家に資本主義が導入されて以来，ロシア国家の各部分経済はしだいにひとつの全体経済に

統合され，不可分の一体をなすに至った。/レグセンブノレクの表現を用いれば，ポーランド経

済はロシア経済に「者機的に合体 organicznewcielenie JきれてしまったのであったJ11告〉

このような発展のけっか，ポーランドの独立はたんに経済的に不可龍となったば、かりで

はない。なによりもポーラ γ ドの独立を担うべき階級が浩失してしまったのであった。ポ

ーランドでは民族主義は前資本主義時代の貴族の理念であったJIll〉ツアーリズム政府の

資本主義育成政策は貴族の存在基盤を掘り崩し，その没落を早めた。(12) ツアーリズムの

政策にその生誕と躍進を負っているブ、/レジョワジーは，はじめから民族主義感情をもち合

せなかった0
(13
) Lたがってポーランドの民族運動法，資本主義の発展からは何も期待す

る〈ことができなかったO〈114〉ポ{ラ γ ドの独立は経済発展の傾向と直接矛盾しており， 実

現不可能な一つの「空想!に過ぎなかったど115)ルクセンブルグがどれほど固くポーラン

(110) "Sprawozdanie na 1II Mi~dzynarodowy Kongres... w Zurychu，“ SDKPiL， 1-1，28 [GW， 1-1， 11J. 

ルクセンブノレゲのl'手伝論文 "Dieindustrielle Entwid王lungPolens“[1898J， GW， 1-1， 113-216は，
有機的合体論の学間約裏H(ナセ課題としている。たどし 1-11"機的合体j ということぽ吉体は博士論
むこば現われて来ないっ経済的合体ということばが|司 }τ，197に -J!t現われてくるのみである。な

お押Der・Sozialpatriotismus...，“ GW， 1-1，46を参照せよ O 右接的合体ということば辻ルグセンブ
ルクの敵手に恰妻子の攻撃材料を与えることになった。ノレクセンブルクは以後このことぽをあまり用

いず，もっぱらこのことばにまつわる f誤解jをとくことに努めた。 "Przedswit ska C/Fプシェジ
ヴィト』誌とその一味〉“[1894J，SDKPiL， I-1， 241-5; "Przedmowa...，“ Wム 1，392 [Die ρoln. 

Schrり 202Jを見ょ。
(111) "Der Sozialpatriotismus...，" GW， 1-1，49-50.ノレクーとンブ、ルクはどこの罰においても貴族が民族

主義の担手であると主張したわけではないc ルクセンブルクは，カウツキーやし/ーニンと異って民

族主義と一定の社会経済構或体とのあいだになんらの関連も見なかった。 ilF民候語家』と F民挟主
義』それ白体ほ，そのなかにどの歴史的時期もどの国の階級関認もその特諜な物質的内実を在ぎ込
むところの空っぽしつ設であるJ，"Fragment uber Krieg， nationale Frage und Revolution“[1918J， 
R. Luxemburg， Politische Schriften (以下 PSとLて引用)， Frankfurt a. M./羽Tien1967-1968， 
III， 144. 

(112) "Von Stufe zu Stufe. Zur Geschichte der burgerlichen Klassen in Polen“ [1897]， GW， Iーし
95-6; "Die industrielle Entwicklung Polens，“ GW， 1-1， 194.. 

(113) "Sprawozdanie na 1II Mi~dzynarodowy Kongres... w Zurychu，“ SDKPiL， 1-1， 28 [GW， 1-1， 
11J ; .，Von Stufe zu Stufe，“ GW， I-l， 95-6; "Die industrielle Entwicklung Polens，'‘ GW， 1-1， 
192-6. /レクセンフ /レク tこi主資本主義を促進する政府は経済政策の需では民族を差別しないという
信念があった O 同上， 180， 191を見ょ。かのじよほポーランド資本主義の発展がロシアの政築によ
って妨げられているという PPSやカウツキーの主張乙強く反駁したc 向上， 192 l)i4l註 2. および
"Przedmowa. .り“ 1，396-7 [Die toln. Schr.， 207-8J 合見よ。

(114) "Der Sozialpatriotismus...，" GW， 1-1，50. 
(115) "Sprawozdanie na 1II Mi~dzynarodowy Kongres... w Zurychu，" SDKPiL， 1-1， 28 [GW， 1-1， 
11J ; "Dwie rezolucje C二つの決議〕“ [1896J，SDKPiL， 1-1， 435; "Neue Stromungen...，“ G研r，
1-1， 22; "Przedmowa...，“ WJう， 1，390 [Die toln. Schr.， 200-1J.ノレグセンフソレグはたんに経済的の
みならず濁際的な力関係からしてもポーランドの独立は不可能と考えていた， "Kwestia polska... ，" 
Wム1，50，SDKPiL， 1-1，440 [Die戸oln.Schr.， 148J ; "Neue Stromungen...，“G百r，1-1，21-2; )JDer 
Sozialpatriotismus... ，“ GW， 1-1， 40-1; "Der Sozialismus...，“ GW， 1-1 ， 引を見よ。ノ~ !7センブ
ノレクにおいては[-空想的Jという特徴づ:すはつねに疫細的意味合い全帯びていた。労働者の社会主
義的攻策は「革命的シアールポリティーク」でな;すればならなかった。 "KarolMarks (カール・マ
ルクス)“ [1903J，Wム 1，299を見よ。ここには 1863-1864年のポーランドの員族蜂超の失散の経
験とビスマルクのレアー/レポリティークに代表される待代見瀬とが強く反映している。
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ドの独立が客観的に不可能と信じてし、たかは， 1902年の次の言明から看取できょう， i今

日でl主君酒屋政論家のもっとも注しい空想でさえも， ドイツ帝国とロシア帝国のあいだの

戦争のけっか，ポーランドの独立が生ずるとは思い浮べることができないであろうっ lO15)

バルカン諸民族の場合 トノレコ帝盟の状況はまったく異っていた。ロシア帝自では，クリ

ミヤ戦争後の諸改革が功を奏して急速な資本主義的発展が始支った治入 トルコ者国ではた

しかに況とんど同じIJ守期に一連の改革が行われたけれども，この改革は何の経済的変動も

惹起しなかった。 (17) iトノレコばしたがってひとつのまとまりとしては生まれかわること

ができなL、トルコはもともといくつかの異った国々から成っていたのである o [しかし
ここで改革によって〕生活様式の安定性，諸地方と諸民族の閉鎖性が消失する一方で喝諸

民族を椙互に内的に結びつけるべき共通の利害，共通の発展が作り出されなかった。むし

ろ逆にトルコ国家にともに属しているということの圧迫と惨めきがますます増大した。こ

うして諸民疾ほ白然の傾向と Lて，この主と主りから脱出 Lて本能的により高い社会的発

展への道を白立的な生きかたに求めたのである。J(t 18) したがってロシア帝国と異っ℃ iト

ルコ帝昆は没落し〆なければ、ならない，統治形態と Lてではなく同家として，指級関争によ

ってではなく民装闘争によって。JO19) 

このような条件のもとでは， トノレコ支配下のバルカ γ諸民装の民族運動に対する労{動者

階級の態度品、ポーランドのそれに対してとは異ったものでなけhばならなかった。 rTト

ノレコ交記下の〕キリスト教国をトルコに結びつげているものは，tこんなる暴力であるわこ

れらの諸国乙は労働運動がなし、。これらの諸属は社会の白然的発展，いなむしろ解体によ

って分離する。臼由をもとめる運動ほ， したがってここではたんに民族関争の形でのみ力

を得ることがで、きるつしたがってわれわれの支持にはなんの疑いもあり得ないし，またあ

ってはならないバ(20) もちろんこのような主張に対して，それは大国家を解体して小国家

の形成を促すものだ‘経済発展の論理に反する，という異論があり得ょうのしかしこれら

の小悶家の戎立を政治的分散過程と解釈するのは誤りである，とノレクセ γブゾレグは反論す

るの「なぜ、ならトルコ i土こと;どの現代的な意味での大宮家でないからであるoJ(121)

(116) "Socjalpatrjotyczne lama品問…，“ SDKPiL， rr， 78 [Die Jうoln.Schr.， 168-8J. 
(117) ，.Die nationalen Kampfぞ indeτTurk自 llnddiぞ Sozialdemokratie“ [1~96J. GW， I-1，62. 

(118) li三上c

(119) IlfJ ーと， 63 

(120) 同上.64. 

(121) I弓上， 65. マルクスとエンゲルスはロシア辞 iネ!の膨張に対する訪問としてト l~' コの保全を擁護 L ，

バルカン諸民族み独立運動に反対したのこれが19i吐紀を通じて西ヨーロッパの社会主義者の{云続的
なパノレカン致宗となった。 L!こがってノレクセンブルクのノ、ルカン民族独、，'[運動支持はマルクスとエ

ンゲルス以来の伝統に対するひとつの挑戦を意味していた。 Lかしポーランド問題におけるのと異

ってこの問題においては ん?センプルケの偶f撃破壊的琵言に慣放したの芯1848年革命の伝統に|司
玖 Lていた老リーブケ不ヒトのみで のあiこf自の問題で/レグセンブルケの殻子となるベルンシュタ

ずンやカ 1アジ子-(工，Iしクセン 7、/レグの立場iこ全l否nりな支持を表IYiLた。 K.Kautsky， Die Interna-
tionalitat und der Krieg， Berlin 1915， 21 >;'r見よ。東欧の大抗の民主七運動に再定的な態度をとっ
F二レーニンもパルカンの民核運動に閉してi主ルケセンブルケの仰いこ従って支持を支羽してトる G
五emIH，(<EaJIKaHCKHe HapOll，bI H eBpone註CKa克江HnλOMaTH完(バノレカン沼氏肢と三一言ツパ外
宍)>>[1912J. ncc， XXII， 142-3; (<CoUHa.7lbHOe 3Ha可eHHeCep6CKO-6o江rapCKHXrro6e.n. (セ
ノレビア=ブルガリアの;薄利のfl:会的主味川 [1912J，民主， xxrr， 186-8; <<0 npaBe HaUH員…))，
向上， XXV， 262-3. 
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経済発展の論理と民族自決権 ノレクセ γ プノレクはポーランドの例をー殻化する傾向があっ

た。かのじょが経済発畏の論理に基いて民族自決権一般に反対するに至ったのはその一例

であるむかのじ以こよれば，大国家の形成という資本主義の発展傾向に逆ってすべての

「民族 lにn決権を与え，現存国家をいくつかの小民族国家に解体するということは，ま
ったく希望のない企てであり，控史的に見れば反動(122) ，-大資本主義的発展から中世紀

的小国家への逆戻りJ(23) であったっ他方において狂服富家の創出という資本主義の必然、

的な発展傾向に立って民族の自決権を云々することは，ヨーロッパの諸民族だけが本来の

民族であって植民地の民族は食糧品であるということを意味した。これは支配人種の理論

であって同じくプロレタリアートの支持できないものであった。 (24)

民族ではなく国家のみを政治活動の枠とみなす考え方，あるいは弱少民族の国家的独立

は経済発展の傾向から見て空想であるという考え方は，逆説的であるがおのずから，革命

家は所与の国家斧系が存続するという前提から出発しなければならないという主張に導

く。ルクセ γブノレクは 1896年に，社会民主主義者は「現存の国家間の国境を歴史的に与

えられた事実として甘受J(25) しなければならないと述べている O しかしバルカン諸民族

の例において見たように，ノレグセンブ、ノレクが民族運動あるいは分離運動一般に反対したと

するのは誤りである O 個々の民族運動は経済発展に有利に働く場合もあれば不利に犠く場

合もある。 ルグセ γ ブルグは，特定の民族運動が経済発展に有利に働く場合にはこれを支

持した。かのじょが反対したのは，民族運動を民族自決権という抽象的一般的スローガン

のもとに支持することであった。

ii) 措級社会の理論と畏族自決権

すでに克たように，ノレグセ γブ、ノレグは，ポーラ γ ド・プロレタザアートは他の民族のプ

ロレタリアートの利害からではなく岳らの利害から主体的にポーラソド問題における態度

を決しなけれぽならないという考えであった。ここに明らかに被抑圧民族のプロレタリア

ートの昌意識が顕われていると見ることができるであろう。ところでポーラ γ ド・プロレ

タリアートの利害とは何か。それはとりもなおさずポーラソドという具体的な条件のもと

での摺級闘争，社会主義をめざす闘争の利害であった。ノレクセ γ ブノレグの敦子 PPSは，

プロレタリアートはたとえ現行秩序の枠内であれ独立を目指して戦うべきであると主張し

たのこれに対 Lてノレクセソプノレクは，それは階級意識をもったプロレタリアートが階級国

家の創設を目指して戦うことを意味すると指摘している。(126) ノレクセンプノレクによれば，

たとえ階級意識をもったプロレタリアートが階級国家の建設を欲したと仮定しても，独立

(122) "Kwestia narodowo会ciowa...，“ Wム II，146-7 (Dieρoln. Schr.， 256-7J. 
(123) 再と， 143 (251J. 

(124)向上， 146 (256J.同じ考え方は "DieKrise der Sozialdemokratie“(1916J， PS， II， 177にも反
映している O これ辻麿史的大畏族の特権としての民族自決権という考え方(エンゲノレス)に対する

一つの批判と見ることができょう。前段72頁を参照せよ。
(125) "Neue Strるmungen...，" G再三 1-1，36. 
(126) Iかつては新しい詩家組識は，有産時級によってそれ自身の利害においでしかも人員諸措級を無意
識的な道具として手iJ用 Lつつ部出されたというのに，ここでは自覚したプロレタリアート自身が新し
い階綾田家Iこいのちを吹き込むべきだというのだJ，向上， 21.および "DerSozialpatriotismus. ..，" 
GW， 1-1， 37-8を見よ 9
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を欲しなし、有産F苦殺の抵抗をおしきっ亡これを実現することは不可能である。もしプロレ

タザアートが有産指級に独立を押しつけることができるほどに強力であるならば，とっく

に社会主義草命を~現できた特で、あるつしたがってこの場合にはプロレタリアートは，当

然階級出家の建設よりも直接;二社会主義社会の実現の方を選ぶであろうっノレグセ γブ、ノレク

は，このような推論に基いて，プロレタリアートに抜挺して現存秩序の枠内でポーラ γ ド

閏家を再建するという構想はふたたび「空想」である，と結論した。(27)

ノレグセンブ、ルグ;土，ここでもポーラ γ ドの例を「一般化して，階級闘争の利害の見地から

民族白決権というー殻的定式に反対する立場をとるに至った。「民涙Jが自決権を有する

ということは，統一的社会的全体としての「民族 iが存在するということを前提としてい

たの(J23) しかし階級社会の理論から見ると， おのおのの民族には対立的な科書と「権利」

をもっ措級が存在する J129〉したがって{民族|の集合的・統一的意志， 自己の運命につ

いての決断という ιのは問題になり得ないの (30) Jレグ七ンブノレクは， I民族」の吉決権が問
題であり得たのは，ブ、ノレジョワジー全体の利害を代表しているかに見えた時代においてで

あって，階級意識をもち白立的に組織されたプロレタリアートが存在する持代においては

「民族Jの自決権はも法や問題となり得なL、と結論した。(31)

なお/レグセンブ、ノレクがその民族運動を公然、と支持した稀な例であるバノレカン諸民族に関

しては，まずかのじ上が 1これらの民族の運動を民族自決権の名において支持 Lたのではな

いこと，つぎにこれらの講習にはまだ労働運動が存在していないことを強調していること

に注意する必要がある C これらの諸国:こまだ階殺意識をもったプロレタリアートが成立し

ていないという復定は， ノレクセ γ ブ/レクを， I民族jを支持するかプロレタリアートを支

持するかというジレ γマから解放したに違いない C

3. 社会主義と畏族自決権

前述のようにノレクセンブ、/レクにおいてほ，二つの nationの自決権概念が存在した。こ

こで1それぞれの自決権が社会主義といかに関連しているかを検討してみよう。

社会主義と畏族自決権 民挨性原理に基いて国家を組織することとしての nationの立決

着二ノレクセンブ、ルグが反対したことは誌記のとおりである c ノレグ七ンプ‘ノレクによ.hば， この

ような意味での nationの白決権‘いわゆる民族白決権は，資本主義社会においては実現

不可能で，統一的な章、志としての「民族」とその舟由なfi決の物質的条件とを同時に与え

る社会主義社会においてはじめて可能であったJ132}題知のようにレーニン立， 民族自決

(127) "Neue Stromむngen...，“ G1V，1-1， 36. これほ PPS批判という形をとっているが，実捺にほ，

1892年の f共完党完言Jポーランド語版序文に表明されたヱンケ、ノレスの克解の批判で払った。開設
(5)全見よ。

(128) "Kvvestia narodowo会C10W正しい，“ 切乍， II， 147 [Dieρoln. Schr.， 257-8). 

(129) 河上. 148 [258J. 

(130) 1，司と， 149 [259). 

(131) ドLI二， 149-50 [260). 
(132) 1，ヨ上， 151 [262). 1896 ~l三のインタナショナノレ・ロンドン大会の民民 n 決権決議は，ノレクセンブノL

ケの解釈によれif，社会主義Z[会にお;ナる民族(i決;権の実現を念頭においているものであった。
"Parteitag der SPD vom 13. bis 20. September 1903 in Dresden. Rede uber die Frage der 
polnischεn Sonderorganisation，“ G W， 1-2， 380. 
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権を一般民主主義的要求(言論の自由，結社の吉由，信教の白由等〉のーっと考えたが，

ノレグセンブノレクは一般民主主義的要求と民族自決権の要求とを鋭く j豆郡した。ノレグセンプ

ルグによれば¥ ・殻民主主義的要求は i成熟したブルジョワ社会の正しく定式化された生

活形式 lであゥたが，民族由決権は fブノレジョワ社会においてはまったく実現不可能で，

社会主義社会においてはじめて実現可能な理念の形市上学的定式化」であった。(33)

社会主義と国民邑決権 地方においてんクセンブルクは，国家における人民の自決，すな

わち国民り自決の思想、を一貫して保持していたJ134〉それは， ルグセ γフツレクによれば，

資本主義の発展傾向に立脚しておっ， それゆえに実現可能であったo Iポーランドの独立

は空想だが，ツアーリズムの打倒は達成可能J(135) であった。そしてこのような所与の国

家制変の民主化のみが，民族的抑圧を克損する唯一の保障であった。(36)

ノレグセンブ、ノレグ誌のちに「諸民族の自決権ではなく労働者階級の自決権J，(37) I各々の

民族の真実の大衆としての労働者階級の政治的・経済的自決権JO紛について語っている O

(133) "Kwestia narodowo生ciowa...，" Uヤ， I-1， 152 [Die poln. Schr.， 262-3J. ノレクセンブ、ノレグは両者

はむしろ直接に相容れないものであると考えたO はつれわれ辻国家の民主fとはーードイツと才一ス

トワアにおL、て一一同家の分解ではなく，まさにその逆に国家の堅固化を招くものであることを証

明した・一一事実，所与の国家の境界のなかで政治;民度を民主化する運動とr91:与の国家の境界から

抜けu¥そうとする運動とはお互いに排除するのであるJ. "Zur Geschichte der polnischen So2Ial-

demokratie“[1896J. GW， 1-1， 55. 
(134) つぎの;vクセンプノレクのことぽを参照せよ o 1立法議会，普通選挙権，出版，集会の当由，要する
に相寄ってロシアにおける F自決権』を形づくる人民大衆の畏主主義的な基本的向岳J."Die russi-
sche Revolution“[1918J， PS， 1II， 121. 

(135) "Bericht an den 1nternationalen Sozialistischen Arbeiter-und Gewerkschafts-Kongress in London 

uber die sozialdemokratische Bewegung in Russisch-Polen 1893-1896“[1896J，ポーランド語訳:

"Sprawozdanie na 担i~dzynarodowy Socjalistyczny Kongres Robotniczy i Zwiqzkowy w Londynie 0 

stanie ruchu Socjaldemokratycznego w zaborze rosyjskim w latach 1893-1896，" SDKPiL， 1-2， 

253. 1905年に辺境民族の運動ぷロシア帝国の藍台骨をゆすぶったときにルグセンプルクはなお

f市民的白出が民族問題において控訴するのではなく，逆に民族問題がプロレタリアートの革命的
行動から生れる市昆的再出に上って癒きれるであろう jと詰じた。ノレクセンブルクはまたオースト

リア=ハンカリー滑降も民捺の多様什:のゆえにではなく 労勤者階級を政治的無権利状態にとどめ

ている政治制度のφえに妓綻するだろうと考えた "DasProblem der hundert Volker“ [1905J， 

GW， 1-2，498-9.このト数年後一一第一次大戦後一ーに事態がどのように発展したかを考えるとル
クセンプノレクの子担1/がL、かに現実性を欠いていたかがわかろう。

(136) "Der Sozialpatriotismus...，“ GW， 1-1，51; Czego chcemy? Komentarz do 1うrogramuSDKPiL 

[1906J， ドイツ語訳，.Waswollen wir? Kommentar zum Program der SDKPiL，“ Die ρoln. 
Schr.， 98.および 1894年の SDKP吉IJ立大会におけるヴェソウオフスキ (B.Wesolowski)の発

言 "Protoko主1zjazdu SDKP (SDKP第一回大会議事録)，'‘ SDKPiL，1-1， 187-8およびまSDRP

第二回大会についてのヴアノレスキの報告 "Delegacjapolska...，“ SDKPiL， II， 563を参男、せよ。

(137) "Kwestia narodowosciowa..勺“ WムII，153 [Die 1うoln.Schr.， 263J.労働者指級の自決権という概

念l主レーニンにも笠場する。五eHHH，{<O MaHH争eCTeCO!o3a ap.MflHCKUX cOl{ua.ll-δe.MOKpa-
m08 (1アルメニア社会民主主義者向盟」の宣言について)>>[1903J，刀CC，VII， 105; {{託aLl，HOHa-

JlbHbI員 Bonpoc...}>，河上， 235.のちにスターリンは社会主義者にとっては労{弱者階級の白決権の方

が民民自決権よりも重要であるという名日のもとに辺境民按の政治生活に干渉(辺境民族の労舗者

防級に「兄弟的援助を提供J)-tるに弔った。 CTaλHH，<<且OK~a~ nO Ha Ll，HoHa~bHoMy Bonpocy 

(民族問題についての報告)>> [1918J， CO<fUHeHUfl， 1V， 301-2 を参照せよ。このようなスターリ
ン的解釈をノレクセンフソレグの思想が許すものであったかどうかについては，第三章第五節「プロレ

タリア盟諜主義と民族自決権jを参照せよ。

(138) "Brennende Zeitfragen“[1917J，ポーランド語訳 "Palqcezagadnienia，“ Wム II，424， 
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このような意味においては Inationの利益とプロレタザアートの階毅的利益とは謁和的

に一致するもの，両者は同一物であり対立することは不可能J(39)であった。 レーニン的

な意味での民族白決権が西ヨーロッパで立すでは実現されているものであるのとは異っ

て，このような意味での nationの自決権ほどこにおいてもまだ実現されていないもので

あった。 (40) したがってお柱。n の告決権をめぐる関争はほとんど社会主義をめぐる闘争

と同義語の感がある。ここにおいてルクセンブ、ノレクは，王朝に対-する田氏の主権の思想、を

ブ、ノレジョワジーに対ーするプロレタワアートの主権の思想、として，すなわち社会主義革命の

思想として，複活させたということができょう C

5. 国内自治の問題

民族問題綱額 ノレクセンブゾレクは， j'J I主を求めるすべての運動を交持するのが社会民主

主義者の一般的態震であることを承認する。 L泊、 L，ノレグセンブ)レクによれば，これはた

んに e較的態度でちって綱能ではあり得ない。社会民主主義の綱領~i，実際的可能性と労

働者階級の実際的利害を考恵に入れなければならない。(41)すでに昆たように，民族的自

由を求める運動はしばしば実捺的可能性を欠き，労勤者階級の実際的利害と・致しないの

で，しこれに対する社会民主主義者の綱領的支持は問題外である O したがってレーニンのよ

うに民族国家的解放の運動を民族自決権という一般的定式化によって支持することは誤り

であり(142) ひとつひとつの場合に兵件的状況を考恵して決定をくだすのがもっとも得策

であるということになる J143〉こうしてノレクセ γブルクは， ロシア，オーストリア， ドイ

ツ三帝国支配下の全民族の昌家的独立の要求に対して拒否的態震をとり(144) これに対し

てバルカンのスラヴ人の独立要求を支持した。

それではノレクセンブ、ノレクは，民族問題において，このような無制約の日和見主義以外に

なんら原則的な方策を提案し7J:かったのであろうか。原i詩的な性格のスローガンとして

(139) "Die瓦τiseder SozIaldemokratie，“ PS， H， 34. 

(140) [，，"]土. U，116. 

(141) "Neue Str<主mungen...."G W， 1-1， 14， 18-9; "Diゼ nationalen K長mpfe...，'‘ GW，1-1， 63-4; 

"Parteitag der SPD...，“ G W， [-2，379-80.ノくッソ;ヱノLクセンブノL 夕方ミらト・寸土台主義者にとって寸

べての民民の独ょにはする権利l主IIjJ白かつ与をL 、のないものであったし，またちる O なぜならこの権

利は社会主義のもっとも民本的な短理に由来しているからであるJ("Przedmowa...，“ Wム 1，383 
[Dieρoln. Schr勺 192J) という一文を引iljして[ノレグセンプルクは民政白決権の記Jl[!1't:J妥当n:金
疑ったので立なく. ~'i i1与のポーランド f乃状況にお、?るむ効性のみを疑ったのであるjと主張してい

る， Basso， Rosa Luxemburgs Dialektik...， 129. L方、しパッソはノレグセンプルクが品集臼決権を

肯定的に引掃するときにはしl工L/;;:J:;とのあとにこれを戯画化ずる文句が続くことを見逃している口

にとえtど "Partぞれa宮 derSPD...“にねい亡i上ルケ勺ンノルバヱi三E主力通 j'l決権:;.{{ 1ていると J:長
γ<J二三 i主人UH/;'~おの仁うに 'PR 手了 Jl色ぷ i 十古:利! /，プ{fi ζL 、ふと HK-tゐここヒ j"jL ζ める(I，f，j }j と

も誕も異ぷ41f唱えなL、だんう :Jれとも非現実的」と:fN;，己;味)と j'h'、と 1ぜ、心 (GW，[-2， :mJ)o !~アピ
ンブノレクの民族['j決権iti否のj，ili)迂;主，たんに'LJIl~' のホーアントに J七:ナ r;tj :JらjしてL、たのではなく，

より一般的な性格をもってL、たとみなーナればなるまい O

く142) ノレクセンブ~ノレク;工， レーニンジ')/E式{とにはまっとくかjも1<)えしていないか，あるいはありゆる吋
民運動の支持な立味 Fるかてあり("五weslia narodowosciowa...，“杯争， II， 125 [Die toln.Schr.， 

232J)， Lたがってi:U屈の解決 Uょなく luJ避てお心 (i"U:，II， 123 [230J)と述べているじ

く143) ["J1:-.， IJ， 125 [232J. 

(144) jC' {ツ帝[1.[のrIJJ外領 i二の1:iJilD \主本新~ u) '0~ ~.~心 i、;r14i二人らない。
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は，ノレグセ γブノレクの無数の民族問題に関する発言のなかで， 1)民族同権， 2)民族文

化の発展の制度的保障， 3)園内自治，の三つを確認することができる J145〉民族問権は，

法の前の平等の原則を民族問題に適用したものであって，なんら新しし、ものを提示してい

ない。民族文化のスローガγ もぞはり， 菌家は個人の私的文化的韻域に介入してはなら

ず，これを法律によって保護しなければならないという京別を民族問題に適用したもので

あって，民族問題に関する特別の提案を意味するものではないJ1的これら二者に対して
第三のスローガγ，員内自治 (samorz号dkrajowyあるいは autonomIakrajowa)Cl47) は，

民族問題についての特定Ijの提案を意味するものであった。もちろん地方自治の要求は古く

からある O しかし一定の民族の岩住地域の自治の要求は，レーニンが考えた(1紛ように地

方自治の要求を単穏に民族問題に適用したものと考えることができなし、。なぜなら，なぜ、

一定の民族の居住地域が地方良治の単位となるのかは，事実上はともかく論理的に一ー

とくにマルクス主義の立場からー一一必ずしも現擦でない事柄だからでみる O 能Jjにおい
て国内自治は，たしかに民族性の原理に基いて国家を組織することではなし、が， しかし民

族性の原理に基いていわば国家の前段階ともいうべき国家のなかの自治単位を組織するこ

とを意味し， あきらかに民族を政治化しないというノレクセンブルクの原則的立場と矛盾

する O

園内自治のス司ーガン ノレグセンブノレクの綱領のなかには，もともと毘内自治のスローガ

γがなかったように思われる01893年のイ γタナショナノレ・チューリヒ大会への報告のな

かに「ポーランド・プロレタリアートの国内的利害に合致した政治的権利の獲得JC14宮〉と

いう暖味な表現がある Oノレクセンプノレクはのちに 1894年の SDKP創立大会は 1889年以来

のポーラ γ ドの自治的自由の要求を確認したと述べている(150)が，創立大会の議事録には

そのような決議がなされたという記録がない。(51)またルグセンブ、ノレクは， 1894年 4月 11

日付のヨギヘス宛の手訴において，メーデーの宣言のなかに「おまけに自治についてのや

(145) "Przedmowa...，“ Wム 1，395， 407 (Dieρoln. Schrり 206，218); "Was wollen wir ?..，“ Die 
ρoln. Schr.， 98-100; "Kwestia narodowo会ciowa...，“ Wp，1， 115， 153 [Dieρoln. Schr.， 221， 
262-3).および Warski，"Delegacja polska..吋“ SDKPiL，II， 562-4を参照、せよ。

(146) この;さ;味で、レンナーが民住文化f!治合宗教匝体のn治と比較し亡いるのは古楽にあたっている，
Renner， Das Selbstbestirnmungsrecht...， 43， 74-9. レンナーをルクセンブマルク yうるら区別するも

のは，後者が民族性の t~Jj題をなるべく私的な領域にとどめようとしたのに討しとこれを公法の出J起

としてとりあげ，すべての民民集団を公法司体として組識しようとしたところにある。

(147) ルクセンァソレクが民該自治ではなく出内自治ということばを用 v、たのには理由がある O それはノレ

クセンフソレクの提唱する昌治がオーストリアの社会民主主義者の提案した民族性原理に基く超領域

的な個人団体の自治という意味での民族自治ではなく，ひとつの領域自治であることを示してい

るO このような誤解の恐れのないときはノLクセンブルク辻民族昌治という表現も弔いている口

(148) JleHHH， <<Kp沼THQeCKHe3aMeTKH no HaUHoHaAbHoMy Bonpocy (民族問題についての批判的
覚え書)>>(1913)，万CC，XXIV， 144; <<K Bonpocy 0 HaUHoHaAbHoH nOAHTHKe (民族政策の問

題に寄せて)>>(1914)，同上， XXV，71-2. 

(149) "Sprawozdanie na II1 Mi~dzynarodowy Kongre己… wZurychu，“ SDKPiL， 1-1， 29 (GW， 1-1， 12). 
(150) "Sprawozdanie na Mi~dzynarodowy Socjalistyczny Kongres... w Londynie，“ SDKPiL， 1-2， 253. 
(151) "Protokot..勺“ SDKPiL，1-1， 187-9を見よ O おそらく唯一の関昆笛所は大会の一発言者(K.

Raty三skりがi援誌な形で SDKPは nロシア〕司家全体， (ポーランド)rl立内， (地方J1~1 治体にお
;子るもっとも広範 ~nの人民の門治に依拠 L t二・・…・憲法の獲得を要求するJ(強調はIJIJlj i'D と述べ
ている}t，l:であろう(I.[J上， 178)。
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んわりとしたほのめかし (namiok) さえ入れておいたJ(l5Z) と伝えているが，同年のメー

デー宣言(I53)の文面にはそのような痕跡を認めるミとができなL、。ノレクセ γブ)レクが国内

自治のスローガンをはじめて公然と確ILZしたのは 1896年である。(54) このように見ると

国内自治のスローガンは，ルクセ γプノレグが当初の立場カ‘ら‘歩議退したけっか綱領の ;';s:，

かに採り入れられたと考えてよさそうである O ルグセンブゾレクがこのスローガンの理論

的基礎づけを行ったのは，さらに遅れて， 1903年 iこロシア社会民主労働党 (RSDRP)第

二回大会においてロシアの党。民族白決権綱領に対して具体的な対案を提示する必要に迫

られてのちである O

ロシアの全体党の成立にともなって生じた新しい問題は、それまでポーランドの党のよ

場に過ぎなかったものが，ロシアの全体党の立場として妥当しねるかどうカミというミとで

あった。民族同権の要求と民族文化長護の要求についてよ、そのままロシア帝 11~i の全民族

に適用できる性搭のものでなんら問題がなかった。しかしロシアの全体党にポーランドの

国内自治のスローガンを縞領として掲げることを要求できるかどうかは，それほど簡単な

問題ではなかったど155) もしポーランド人が国内自治を要求するならば， 当然ロシア帝国

内の他のすべての民族も国内自治を要求する権利をもつことになるであるう O 、これは，民

族性を国家講成原理とすることに反対するノレクセンブノレクの立場の全面的破綻を意味する

ことになるだろう O ノレクセンブ〉レクは明らかにこれを認める用意、がなかった。ノレクセンブ

ノレクの選んだ道は，ロシアの全体党iこポーランドだけの国内自治を要求することであっ

fこo〈156〉

(152) Listy…， 1， 58. 
(153) "Odezwa przedmajowa SDKP (SDKPのメーデー前のアピーノレ戸‘ [1894J，SDKPiL. 1-1， 214-6; 

"Odezwa pier九四zomajowaSDKP do robotnikow niemieckich Lodzi okolicy (ウッチとその周

辺のドイツ人ヅ行動fnこえょする SDKPのメーテー・アピール [1日〔之ドイツ，tfrJ)“[1894J. SDKPiL， 
1-1， 216-7. 

(154) "Der Sozialpatriotismus...，" GW， 1-1， 51. 

(155)ノレケセンプ/レクが RSDRP出二lllJ大会ボージント、比点 hニチえた指ノ}し主，民民U!Jと権ぴ);l:ldij í~l v) 11'如何i

をプゼ求 L ，その代りに fl I4京~!~構成-:r- ;，;.) t ~ (ζぴ〕民民ぜこ'ノ己士/ムえiヒ(内定江主(/)n LIlィをほFistFるよir"fl高ぷj
ジ)認 U~( を Jjd:定せよ. とし、うら山とわったっノL ケセンアールケはぷ P サンドとリトソニア J)Ikf r}'l n治の
)jiAとはこの ・は (r~ 正式 fとゴ') /-C.ふ・ぜこえまれて"、ると与えよ二o lI-it Coe3δPC，JJPJl. ，JJOlcy.Jrteflmbt u 
.Jrt ame p Ua.llbl (\-'シア社主民主ぷiH1r立弔 ~I'Ij J.:.. i~ ， ，i己主五と tと字、t)，孔10話kva1958， 713-5; War辻 1，
"PrzemowIenie na II zjezdzie SDPRR (RSDRP ;王子二!日j大会における出品)“ [1903J，同う'bδrρisrn...，

1， 158-61; "Dwudziest letni spor...，“ fliJ上， II， 437.後日ノレク七ンアノレグはヨギヘス屯の子紙亡，こ

の定式化は具体性に欠汁ているとして取りドヴ，その代 1)に fロシア凶家tこ居住 Fる全記践の IH民

的同権，言語・民政文化・学校の白出の{米停，ポーランドとリトゾニアのIclil内j'J治jを提案してい

る。 1905tド10月26H付づ阜伸，Listy...， rr， 515-6. I"Jじ手紙の宗主ぐんケセンブノレグ辻， 民法[，jJ権
の攻:止と;う ';cL!勾完ーで，ド~r"J i'I 治の活ょjzU:その誕百 1J・)-'l'}~占 iこ ;ñ主主、11:いと I記 iリ J LζL 、る， !"11-.， II， 514.な
れこ.!tらすべての延安がにんに.Jγ→ヲントジ〉党内幸，rrJ以と仁てに.f-C trく 11シf内全体党の A4，iiJiiiiと

し亡きえ bれ Cいることにit必せ。;， ~後i支持 λ: (16ぷ)参照。

く156) 脚立(155):こ示したように 1[，クセンブ/レク;工当初ボーテントとゾトソニアのほrJji':i治を勘定ぷする
こJケーを考えた o 1905;ド10)]26υ のヨドヘス克の子棋においてんグゼンブノ~ 7 aリトソニア ιaヴi治 /_:r"
要求することが 11(均二通っているかどうカ=と nnu L. I立は思い切って fリトワニアにも1 n 治-~~:
要ぷずることにする，これ;主したければならな L、jと11、ていろっ しか v:足 p~~;こ完}<きれf二件11諒解

説でほ， リトワコアグコ同Ifl1'] (fi:ヱ要求ぎ :il1'，シ→ラ〆 i，') I ill)'.I n if i f) /-1.， /};叫、ì~ .': -ÌLくいら，，\Va~

Wけllenwir ?..，" Dieρoln.三よcflr勺リi人
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ポーランド民族の特権としての冨内自治

このはなはだ不白熱な立場(157)はノレクセ γブ)レグによっていかに弁護されたか，ノレクセ

ンブノレグは国内自治の要求を根拠づける際に最初[民族文化的利害 intereskultury nar-

odoweむという論拠しか思いあたらなかった。ついでこのような論拠だけでは弱過ぎると

いうヨギ、へスの指摘に促されて「階級闘争ゎ増大する地方的性格j という論拠を考え出し

た O さいごにヨギ、へスの示唆に従ってそれまでの主張と真向から矛属する i経済的独自

性」 という論拠をつけ加えた。(!58)ノレクセンブノレクの立場はここにおいて内的整合性を失

し、始めたということができょう O 一層大きな理論の混乱は，上記の論拠がし、ずれも皮肉に

もポーランドのみの毘内自治というスローガンの正当化には役立っておらず，む Lろ逆に

すべての民荻の自治と L、うスローガγの正当化に役立っているという事実である。

/レグセンブノレクは，早くからこの理論の溢務に気がついていたように忠われる O カ過のじ

よは;一民族問題と自治J(I 59) とL、う長大な論文においてこの理論の混迷を打解しようと試

みた。乙の論文においてノレクセンブノレクは，ポーランドのみの国内自治というスローガン

を根拠づけて，おおよそ次のように論じている:資本主義は一定の民族的形式において精

神文化を創り出し，この精神文化を通して一定の領域と一定の住民を文化的民族的まとま

りとして特殊化する O 地方自治は資本主義除舗のひとつの必然性であるが，一定の経済的

社会的独自性をもった地域が一定の民族の居住地域と一致するところでは，地方自治の最

高の段搭としての国内自治が必須となる O しかし高度の資本主義的精神文化によって媒介

されないたんなる民族的独岳性は，まだ園内自治の十分な基礎をなす乙とができなし、。「…

国内自治は， 該当民族が独自のブノレジョワ的発展，独自の都市生活， 独自のインテリゲ

γチャ，独自の文学的学術的生活を有するところでのみ可能で、ある O このすべての条件を

満たすのがポーランド王国で忘るりこれに対してリトワニア， 白ロシア， ウクライナは

これらの条件を満たしてL、なし、。リトワニア人，白ロシア人，ウクライナ人は農業民族で

あり，その文化水準は極端に低く，独自のブ、ノレジョワジー，独庄の都市インテリゲンチャ

を欠いており，独自の文学的学術的生活を有していなしh このような条件の下では，民族

(157) この立場がし、かに不自然かはつぎ0歴史を凶顧してみるとよくわかる o 1896年のインタナショナ

ノレ・ロンドン大会にノレクセンプソレクのi敬子 PPSは， 特殊にポーランドの独立要求だ(tを支持する
決議案守提出した。これに対してもしインタナショナノレがポーランドの独立要求を支持すれば，当

然世界中のすべての民族の分離独立運動を支持しなければならないだろうと指摘したのは，当のノレ

クセンブ、ノレクであった。 "Kwestiapolska...，“ Wρ. 1， 52-3， SDKPiL， 1-1， 442 [Die toln. Schr勺

151J ; "Der Sozialpatriotismus...，“ GW， 1-1， 41.今度は位置が入れかわってノレクセンブ)レクがロ

シアの全体党に対して特殊にポーランドの宮治のみを認めるよう要求したのである。レーニン法ル

アセンブノレケの立場の 1~ (1然さケ見逃さず，その滑栴きを指摘 Lている.neHHH， <<KpHTHqeCKHe 

3aMeTKH...>>， flcc， XXIV， 144-5. 

(158) 1905年10月26け付ヨギヘス抱の手話，Listy...， II， 514. なおこの子抵のなかでは，ノレクセンブ月!~ ;7 
はヨギヘスの示唆した[経済的独自性Jという論拠に反対している O こ;itはノレグセンプ‘ノレクがこの
論拠は自分の立場と矛盾していることを意識していたものととれよう O しかし実際に発表された綱
領解説においては，この論拠が{患の論拠と並べて挙げられているのである o "羽Taswollen wir ?..，“ 
Die 1うoln.Schr.， 99. 

(159) 絹i注 (24)を参照ぜよ C ポーランド語版選集には全体のほんの一部が I'j録されているのみで， 大
部分はまだ拐の呂を見ていない。ネトルもこの不完全な選集桜に依拠している， Nettl， Rosa 
Luxembur g， 848-51.以下の論述はこのノレクセンブ、ノレク論文から比較的豊主;pこ引用しているヴアル
スキ編集の史料集に扶拠 Lている。
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自治の理念は単純に実行不耳能である。(J的

ノレクセンブ、/レグの議論の落着く先は，資本主義的発展の能力に欠ける一定の民族が存在

するという仮定である O これは，ノレクセンフソレクが資本主義は民族を差別しないという自

分自身の思想的出発点(l6J)からいかに遠ざかったかを示すものであり，ヘーゲ.ノレ=エンゲ

ノレスの無歴史的弱小民族の忠想、を想起させるJI船他方ぜこおいてポーランド民族の特権と

しての局内白治という考え方は，かつてルクセンフ)レク自身が強く排撃したヨーロッパ

の塵史的大民族の特権としての民族吉決権というマルクスとエンゲノレスの思想を想起させ

るO ここにノレグセンプルグの民族問題における主場が，完全に内的整合性を失ったのを見

ることがで、きるひその蹟きの石は，民族立決権に反対したことではなく，むしろ逆に国内

自治に対して[譲歩Jしたことであった。()(3) ノレグセ γ ブ、ルグが結局その論文を完成でき

江かったのは，おをらくニの理L4Jに基くものであんう J1643

(160) Warski， "Materialy 0 1V zjeidzie SDKPiL 0 II zjeidzie SDPRR (SDKPiL沼山iJj大会と

RSDRP第二["J大会についての史料)“ [1929J，同う'borpism.・・， II， 496-8. ジトワ二ア(丈夫が 1904

lf.の fンタナショナノレ・アムステノレダム大会話こおいてうトソニア独自の代表団の反認を求めたと

きレクセンフソレクは次の理由を挙げてこれに反対 Ltニ。 i~;弘の長r{ る I~長りではリトヅニアの原住民

i主主として農民宿に限られており，これに，えまして部 Ifi労協者‘ヱせいぜい遅れた日のみがリトワニア

語を詑吊する。 J1Clcpa，指 70号 (25.VII. 1904)への投30これ;工， R. Rosdolsky， "Friedrich 
Enge1s und das Problem der ，geschichtslosen‘Volker，'‘ .4rchiv jur Sozialgeschichte， IV (1964)， 

204に引用されている O またロズド Jレスキーによれば台時ノレノノセンブルグの支持者は，リトワニアの

民族性は死滅 Lつつあると主張ーした。 1918:i:子に Fレクセンブノレケ;主 '7クヲイナの足技述!訪を i-まった
くの空っ(;t， L ゃぽん玉，数十人の教授・弁護 f: どもの H:t~ふさ:十」以外のな;こものでもないと決め

つけている "Fragment，..，'‘ PS，III， 145，および "Dierussische Revolutioη，“ PS'， III， 125を参
照せよ O 口ス、ドノレスキーによればノL クセンヌノLクほニのゆえぜこウケラ fナ人カミらポーランド氏抜と

遣の非難(1 )合受、子たとし、われる， Rozdolsky， "Friedrich Engels...，“ Archiv...， IV， 143. もらう
んルクセンブルタがりトワニア，白ロシア，ウケライナを将来のポーランドl'1i台地域に編入して住民
のボーラン F'化合強行ずることを主'Jiえしたと考えるならはこれよぷつである。ノレグセンプルケは字

このような措置はこれらの地域で支記i荘級をなしているポーランド人の呉氏践に対する i抗議支記念
!強イとすることになるであろうから，社会主義者三断屈として反対しなければならないと警訂してい

る， ¥羽"1弘ars北k王G，
(リ16臼1)PPS のi理主論家が資本主義がロシア本 Lにおい亡よ tり)もボ一ランド;にこおいてよ t行) 111. l 、進桟毛含f見せて
いる 'fC突を，ポ P ランドのム場主，工場労働苦心より上手な ([g人的資質に帰したのに対してルクセ

ンプルク立資本主語という rーキュ i)一神の fIIiiニユいかなる選良民放も存在しないと反論してい
る丹野Dieindustrielle Entwicklung Polens，'‘ G科r，1-1， 174 i非民全見よ。

(162) ルクセンプルグ i工事尖エンゲルスの 1該当命立を引mし亡いる，，，Kwεsti込 narodowoscIowa...，“ wρ， 
JI， 137-8 [Dieρoln. Schr.， 245-7J; "Die russische Revolution，“ PS， III， 125; "Fragment...， 
PS， III， 143. 

(163) きわめて興味深いことに1918年12Hv) KPRPり綱領iこfポーランド・プロレヌリアートほ 1'1治・九
立化・白決のような政治スローガン喜子~ l;J).jtl百する」という.-蔀がふる， 5ρrawozdanieze zjαzdu 
or ganizacyjnego KPRP (五PRP創立大会報告)， Warszawa 1919， 9.ワアルスキによれば，ルク
センブルケほこのお，，，j領に非訴に満足であったということである ¥Varski，"Nauki jubiJeuszu...，“ 
Hう'bo，.ρism...，H， 190. I，f，j I~ 戦 I;ij ポ←ーノノ l、，/)l¥; &j~ . L& rn I三時史家しグソ i主， SDKPiLでさえ示
日:~ l七¥.，/~ n ih ，J)吃:ぷ''"<:な-t{KPRP i): fllι ぅ、ずでにゾミ j社 iζI-t っ t~ の九に吹朔; LC I c!，っ/二ど)

'.、ふ β ぺ /j: っとし‘る，長持~ula ， JJisforiι... :);2. 
(164) ルグセンプルグは~この高支の執筆生-t-Ciこ1905:[二にl宅伯している。 1905年10月1311付のヨキヘス
宛の子抵を見よ ，Listy…， II， 481. )主主でむ名なかのじよ(大作目守ノド主演論』の執筆にわず，か 4
ヤ丹しか寝しなカるったといわれる)が， 二心【品H治詰J之ζの扶投の白守'iiじ;分イ合を占き誌つ/た」の;法主 4午詮の 1909i午iドi 

三しカか込も 1什1冶i命詰之文"は主J恥亡ン半己のまま iにJこ二終つに C ヴア/んしスベ々二:.t主当i持i冷を SDKP己辺孔iL の;七いJυ1j
イ企主
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5. プロレタりア昌際主義と畏族自決権

マノレグス主義においては，国際主義が強調される O しかし国際主義の強謁と民族自決権

の承認のあいだには，つねにある種の矛活が存在した。この矛j言は，それぞれのマルクス

主義者において異った解決を見出している O エンゲル九は，ポーランド入はインタナショ

ナノレであるまえにナショナノレである権利のみならず義務をもっていると述べている。(65)

これに対してレーニ γは，被抑圧民族のプロレタリアートのもっとも重要な義務は，抑圧

民族のプロレタリアートとの統一と融合を促進することであると主張したc〈185〉民族自決

権を全否定したノレグセンブルクは，はたしていかなる見解に立っていたであろうか。

国際主義の概念 すで、に見たようにノレクセンブ〉レクは nation の西欧的な意味と東欧的

な意味をたえず注意深く使い分けていた。 このような使い分けは当然 in ternationalisme 

の概念にも影響をもたざるを得なかっ 1::"0ノレグセンブノレクにとって internationalismeと

は，国家に講成された人民としての nationのあいだの連帯であって，民族性を共通にす

る人間集留としての nationあいだの連帯ではなかっt::..o ちょうど茜ヨ{ロッバでフラン

λ 国家のプロレタザアートとイギリス国家のプロレタリアートの連帯がプロレタリア国際

主義であるように，東ヨーロッパではたとえばオーストヲア国家のプロレタリアートとロ

シア国家のプロレタリアートの連帯がプロレタリア国擦主義であった。それぞれの画家内

の異った民族のプロレタリアートのあいだの連帯は，プロレタリア国際主義の問題ではな

く，ひとつの党組織の問題であった。ノレグセンプノレクは，この原則に基いて，ロシア，オ

{ストザア， ドイツ各分割領のポーラ γ ド・プロレタザアートに相互関の連帯ではなく，

まずそれぞれの併合国のプロレタリアートとの連帯を考えるように呼びかけ，ポーラ γ ド

・プロレタリアートの代表はインタナショナノレの大会において独自の統一代表団を形成す

るべきでなく，ロシア，オー久トリア， ドイツの代表団の一員として参加すべきであると

主張した。(167)

思際主義をこのように把握するならば， プロレタリアートにとって nationalな課題が

先か international な課題が先かというェ γゲノレスやレーニンを悩ませた問題は生ヒる余

地がなかった。なぜなら natIonはその定義によってすでに国家を有しており，残されて

いる課題はどの nationのプロレタリアートにとっても等しくこの所与の国家の民主化で

あったからである O

しかし当面民族自決権との関連においてわれわれの関心を惹くのは，このような意味で‘

の国際主義ではなく，ノレグセ γプルクによって党組織の問題に解指されてしまったところ

の，同一国家内の異った民族のプロレタリアートのあいだの冨際主義である O われわれは

(165) 18821'手 2月7EIのカウツキー宛書箆，持rerke，XXXV， 270. 
(166) 瓦eHHH，<<CoUHaAH3M H BO負Ha>)，llcc， XXVI， 328-9; <<I1TorH JI.HCKyCCH払・ふ， 同上， XXX， 
44-5. 

(167) "Sprawozdanie na III Mi~dzynarodowy Kongres... w Zurychu，" SDKPiL， 1-1， 28-9 (GW， 1-1， 
12-3J; "Neue Stromungen...，“ GW， 1-1， 24， 36; "IV zjazd Socjaldemokracji KPiL (SDKPiL 

第四回大会〉“ (1903J，SDKPiL， II， 391.ノレクセンプノレグはドイツに移住後当待 SPDから分離す

る傾向合見せていたブロイセン分割領 PPS守 SPDにヲiき戻そうと努力 Lt二， Wf'hler， Sozial-
de1110わ'atieund Nationalstaat， 119-63; Nett1， Rosa Luxe111burg， 172-84. 
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ニ二で具体的に SDKPiL と RSDRP，とくにまSDIミP のなかの SDKPiL がイデオロギ

ー的i近い立場にあったポリシェヴィキ派との関係を検討してみたL、と思う o RSDRPと

SDKPiLとのあし、だの関係は， のちの世界党としてのコミンテル γ とその交誌としての

各国共産党との関係の小さなモデルを提示しているという意味で，無視できない問題を含

んでいる O

ロシア全棒党との関係 すで、i二見たように、ヴァザンスキに率いられた「プロレタリアー

トJ党は，独立のスローガンに反対したことにおいて SDKPiLの元駆者であったが，ロ

シアの革命運動との連帯を強謁したことにおL、ても惇大な先輩者であったっ iプロレタザ

アート j 党は， その短い存続期間 (1882-86年)中ロシアの「人民の意志 (HapO.ll:Ha匁

Boλ兄)j 団と協定を結び，これと密接に協力したo 1893与に;プロレタリアート!党の

i直系の後身として成立した SDKP(のちに SDKPiL)~主，その成占:の当初からまだ存伝 L

ていないロシアの全捧党の一部であることを明確にしていたっ(168) SDKPiLはロシアの革

命的将来に壊疑的な PPSと異って，ロシアにおける革命勢力の話頭にポーランド・プロ

レタリアートの救済の唯一の希望を見たJ182〉

SDKPiL によって久しく待望されたロシアの社会民主主義全体党の成立は， 1898年十こ実

現した。 Lかしこの党 (RSDRわが実際iこ党としての活動を開始したのは，さらに五年おく

れて 1903年の第二回党大会であった。ロシアの全体党が実際に成立してみると SDKPiL

は，参加すること自体には異論がないとしても，二つの問題で昌己の立場を明確ぜこ Lてお

く必要があると感じた。すなわち全体党辻氏族問題においていかなる態度をとるべきかと

いう問題， ポーランドの党ほ全体党といかなる関係iこ立っかという問題であるoRSDRP 

第二回大会においてポーランドの代表は加盟の条件として， l) RSDRPの続領のなかの

民族自決権条項の撤呂， 2)ポーランドの党の あらゆる内部問題における完全な自立

性j を要求した。(70) ポーランド代表は， [全体党への参加の意義は実践的なものでiまなく，

主として民族主義への恒久的デモンストレーションとしての精神的なものであるJCl7l)と

(168) "Protokoι一，“ SDKPiL，I-1， 188; Luksemburg， "Sprawozdanie na Mi~dzynarodowy Socja-
listyczny Kongres... w Londynie，'‘ 1.ぜ上.1-2， 253， 258; ，.Obrachunek polityczny (政治的決算)“
[1905J， Wρ， 1， 360-1 [Dieρoln. Schr.， 280-1J. および 1905年 10月 26II付のヨギヘス宛の
子主誌を参照せよ:Iわれわれほ社会民主主義者とし℃たとえその地方その地方で ìf~ ~Jí;J していると

しても PPSと見って地)j的・分散的な設定℃、はなく，全体同友の党の一分子であり，それゆえ

iこわれわれの綱領もすべての点で基本的に全体国家的性格を諒持しなければならな L、J，Lisy..・9
rr， 514. 

(169) "Socjalpatriotyczne l'ama会Cぞ… " SDKPiL， II， 71-3 (Dieρoln. .Schr.， 158-61J. /レクセンブールク

は，世持の定期刊行物のなかではじめて (1896)，レーニンによって創られたペテルブルクの i労働

岳民級解放1&:11争河盟j に注目した人物であるといわれる， MaHyceBH'-I， <<Posa瓦ぬKceM6ypr...>>，

H08afl U HoseiiUlafl ucmopufl， (1971)-2， 19. 
(170) "Sprawozdanie ze zjazdu IV SDKPiL (SDKPiL第回InJ大会報行)“ [1903J，SDliPiL， Il， 354: 
"Luksemburg do Warskiego...，" )斗上， 370-3; Luksemburg， "IV zjazd...，“川上， 398; Warski， 
"Oelegacja polska... ，'‘ r~rJ上， 558， 560-4; II-ii coe3d PC/1Pfl， 713-5. RSDRP第 2l司大会にお
:rるポーランド代去の活動法?べてノL ケセンフ、ノしケの ifj接の指示;こ;基くものであった。 SDKPiL
の指導部のメンノくーはかなら 1":しもノシグセンブノレクの方針に賛成で，なカ為ったといわれる。/ことえゴ
マルプレメキ，ゥーォl'-}-ロブア、ヵ (C.V";. ¥tVυJn<11υvvska )0 後(;-!，Jノドクセンゾノレクの)jit;こ抗議して
JJs~;~t L 1.二。 Grunberg，Kozlowski， Historia...， Hi1ーに立leBeJIeB，EpamcKoe compyδHU'ieC-
m8o.… ~15-~. 

(171) "Luksemburg dりもVarskie湿り " S'[)KPiL， 1I， :37:3. 
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いうノレグセ γブ、ノレグの指示に基いて，大会において非妥協的な態度をとった。 SDKPiL

は，けっきょく 1906年に大幅な党内自治を与えられて RSDRPに正式加盟した。(172)民族

自決権については自己の主張が容れられなかったが， SDKPiLはその後も従来の立場を堅

持した。 (73) 1910年に SDKPiLに分裂が起ったとき，この党は重大な危機に陥った。中央

集権的な組織理念の鼓吹者レーニンにとって， SDKPiL 7J~ RSDRPのなかで自治的な全斧

を成しているということはもともと好ましくないことであった。 (74) レーニンは， SDKPiL 

の分裂に際して宗主流派を支持することによってロシアの全鉢党における SD五日L の自

治的地位を弱め， SDKPiLをレーニン的組織原理に立つロシア全体党の完全な一地方組織

に転じようと試みた。(175)ノレクセ γ ブ、/レグは， SDKPiLの主流派を代表してこの試みに強

く抵抗した。しかし大戦の勃発とともにノレクセ γブ、ノレクは，ポーランド問題との接触を実

質的に失うことになった。園内とスイスの亡命地で活動を続行した SDKPiLの党員は，次

第にレーニンの影響下に入った。 1919年 3丹にこの問題はより大きなスケーノレで再燃し

た。 コミンテノレン創立大会に出席したドイツ代表エーベルライン (H.Eberlein)は，生

前のノレクセンブノレクの指示に基いて，コミンテノレンの結成に疑義を表明し表決に際して

棄権した。(176) この一件は， レーニン的組織原理に立郡する国際組織への参加にノレグセン

ブ)レクがし、かに大きな危俣を有していたかをものがたっている C

Eシア的経織理念の批判 ロシアの大きな革命的可能註についてわほとんどロマン主義的

な確信にもかかわらず、ノレクセンブ)レクは，終生西欧的革命理念の伝道者としてとどまり，

ロシアの革命的伝統のなかの反西欧的な要素に対してつねに批判的であった。ノレクセンプ

ノレクはポーラ γ ドを二つの偉大な革命的伝統一一西欧的伝統とロシア的伝統 が影響力

を競う場と考えた。かのじじま， SDKPiLの前身 fプロレタリアート J 党の思想的発展

く172) チョウコシュは， SDKPiLは RSDRP~こ「布機的に合体してしまった J と皮肉な諒子で述べてい

るが， これは後述のようにかならずしもあたっていない， Cio主kosz，Roza Luksemburg.・・， 169. 

(173) レーニンは SDKPiLの代表が1906与の RSDRP第四回大会で第二回大会における論点を蒸し返

さなかったので， SD五PiLは自分の諜りを無言で、訂正したのだと考えた， J1eHHH， <<0 npaBe 

HalJ，H北..}>， flcc， XXV， 312. しかしシデルによればこのとき SDKPiL代支が問題を蒸L返さな治、

ったのは，大会でポーランドの自治の要求が承認されたので白己の要求が通ったものと考えたカ‘ら

であった Leder，<<HaUHOHaJIbH副首 Bonpoc...>}，flpOAemapCKafl pe8oAlO勾Ufl，(1927)-2/3， 

182. 

(174)νーニンは全体党のなかでの SDKPiLの自治的な地誌を「最悪の連合il，iJJと呼んでいる，<<Eo・

AbH.ble Bonpocbl HaweH napTHH (われわれの党の [難開題J)>> [1912J， flcc， XXII， 229; 

《τe3Hchlno H8UHOH8JIbHOMy Bonpocy (民族持組についてのテーゼ)}> [1913J.向上， XXIII， 

321. 

(175) SDKPiLの分裂とレーニンの介入については， Nettl， "Ein unveroffentlichter Artikel Lenins vom 
September 1912，" International Review of Social History， IX (1964)， 470-82; Nettl， Rosa 
Luxemburg， 574-600; M. K. Dziewanowski， The Communist Party of Poland. An Outline of 

History， Cambridge， Mass. 1959， 51-3; Leder， <<H8lJ，HOHaJIbHbI負 BOロpoc...}>，flpoAemapcKafl 

peeo.ll幻勾Ufl，(1927)-2/3， 183-95を見よ。

く176)F. Borkenau， The Communist International， London 1938， 161-3.これに対してソヴィエトの
史家マヌセーグィチは， 1その生涯の最後の数ヶ月に〔ノレクセソブソレクはJ，かのじょに特有の真の
;革命家にふさわしい新田たる態度でもって，まっすぐに第三インタナショナルに通ずる道， レーニ

ン主義に通ずる道会歩んだjと述べている， お¥aHyceBHlJ， <<P03a瓦ぬKceM6ypr・..)}， Hoeafl U 
floee立UtaflucmopUfl， (1971)-2， 34. しかしこれはルクセンブ‘ルグの思想と生活態度の一貫性を
見るとき，あり 12?ないことのように患われる O
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を詳細に分析した論文において，この党の没落とこの党が西ヨーロッパの苧-命理念を離れ

て次第にロシア的革命理念に接近していったこととのあいだにひとつの関連を見たc〈177〉

ノレクセンブ、ノレグによJUi，IプロレタリアートJ党の綱領と志向は二つの呉った要素，西ヨ

ーロヅパの影響とロシアの最多響，マルクスの理論と「人民の章、志j宮の実践から成り立っ

ていたJ178〉茜ヨーロッパの影響とは， 労働者の解放1労働者自身の事業で、なければなら

ないという社会民主主義的理念であり，ロシアの影響とは労働者の解放は小数の詮謀家の

集自の事業でなければならないというプラ γキスト的理念である J179〉「プロレタリアー

トi党は，ヴァリンスキに率いられていた当初は，確固として西ヨーロッバ的理念の地盤

に立っていたがー その指導者を失うとともに次第にロシアの革命党の影響下に陥ってい

ったoIヴァザンスキは，社会民主主義的精神に立関して。政治綱領の内容を『大衆がブ

ノレジョワジーに対する関争をおこないうる』ように Fプロレタリアートの政治的権利を拡

大することJ と定式化したが， rr人民の意志、J自は‘実際にはこのようなE的のために闘
ったのではなかった。 r人民のi意志J団;土む Lろ社会主義的変芋のための移行期的性格の
諸改革を即持実施すべく打差力の掌握 33XBaTBJIaCTHjのために関ったのであり，その際

に階殺意識をもった大衆の行動，工業プロレタリアートの組織と闘争に依拠するのではな

く， rr建rr固たる小数派1の陰謀団的行動i二依拠しようとしたのであるoJOSO) ルクセ γブノレ
グは，このようなブラ γキ主一義的諮線の採用は，とくにポーラ γ ドの草命党にとって大い

に不利であると考えた O なぜならこの観点にてにつと国家権力の中枢点での闘争が重要とな

り， ポーランドにおける闘争法二次的なものとされてし主うからであるo 陰謀主義的観

点からは，ポーランドの社会主義者:工、はじめから無活動を強いられるのであり，ロシア

の『人民の意志』団という馬車にくくりつけられた受身の証人の役割をあてがわれるので

あるoJ(81)

ルグセ γブ、ノレグは，このようなロシア的伝統がレーニンにおいて社会民主主義的装いを

まとって患っているのを見たっノレグセンブルグほ， あたかもその 20年誌にポーラ γ ドの

革命党において展開された西欧的理念、とロシア的理念の相起を同時代において追体験する

かの如くに，レーニ γの組議論のなかの特殊ロシア的要素をとりあげ，これに西欧的革命

]宅念の立場から批判iを加えようと試みたの/レグセンプルグは，けっ Lて中央集権的組織理

念の反対者ではなかったJIS2〕問題はL、かなる中央集権主義か℃あった。ノレグセンブjレク

(177) "Dem Andenken des ，Proletariat'，“ G W， 1-2， 326. SDKPiLの戸口、活動支ドウスキ (A.Dluski) 
はのらに，この iuブロレタ 1)アート』党三ど記念 Lて」という論文が， ノシ庁センブ/レクの古い
たすべてのfi'I~l\ のなかでもっともよいものの Aつで tろっ fこと同想 Lている Dluski，，.Ro乏a
Luksemburg a ，Proletar jatczycダ〈ローザ・ノL クセンブノレクと fプロレタリアートJ党民)，" $wit 
(お、じぎの)， 23. I. 1921.なJヨノレケセンブルアu，-tでiこ1893{V-と 1897{ド;こはJぎ1903:;.子;合:丈と河ビ
，llliR-C :-ブロレダリア← トJ'立 η)jf<)~合点 J市工 ている， "Sprawozdanie na nT rv1i ~dzynarodowy 

Konヌres.・・ w Zurychu，“ SDKPiL， 1-1， 24-5 [GW， 1ーし 5-71; "Der Sozialisml1s…，“ GW， 1-1， 
R2-fi. 

(178) "Dem Andenl仔 ndes ，Pτoletariat二“ GW，1-2， 308. 
(179) i，iJ_と， 1-2， 345. 
(180) 1司iコ， 1-2， 324. 

(181) 見上， 1-2， 348-9. 

(182) "Organisationsfragen der russischen Sozialdemokraten“[1904)， GW， 1-2， 426. 
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によれぽ，レーニ γの中央集権主義は，ブラ γキ主義的な陰謀家集団の運動の組織原理を

社会民主主義的な労働者大衆の運動に機械的に移しかえたものであった0(183) Iその生命

原理は一方において活動的な革命家の組織部隊をその周囲のもたとえ未組織にせよ革命的能

動的な環境から鋭く切り離し分化すること，地方において薮務な規律すなわち中央当局が

党の地方組織のあらゆる発意に直襲に決定的に有無を云わせず、介入することである。ここ

ではたとえばこの見解に従うと中央委員会が党のすべての下部委員会を組織する，つまり

ジュネーヴとリェージュからトムスクとイノレグーツクに至るまでのひとつひとつのロシア

の地方組織の人事構成までを決定し，これにお手盛の地方党規約を与え，これを勅命によ

ってあとかたもなく解散し新たに創出する，そしてつまるところこういう具合に最高の党

機関，党大会の構成をも間接に左右する権限を有するということを述べるだけで充分であ

ろろι(184) これに対してノレクセ γプルグは，かつてポーランドの独立運動に西ヨーロッパ
の社会主義者が反動ロシアに対するバリケードという機械的な役割をあてが司たのに反対

したときと同じ論理を用いて，中央委員会が党の地方組織に機械的道具的役割をあてがう

ことに強く反対したJ185〉ノレグセンブルグによれば，社会民主主義的戦術は運動全体によ

って支えられなければならず，そのためには倍々の党組識が一定の行動の自由をもたなけ

ればならなかった。「このような白由によってのみ党は， そのときそのときの状況によっ

て与えられる手段をことごとく罰争の強化のために利用し尽L，革命的イニシアティヴを

発聾することができるのである。J(lS6)

(183) 同上， 1-2， 429. 

(184) 向上， I-2， 425. 

(185) 向上， 426， 428-9.バリケードの比喰についてほ前段 73頁およびプランキズムとの関連について

は "DemAndenl王endes ，Proletariatブ GW，1-2， 357を参照せよ O

(186) "Organisationsfragen...，“ GW， 1-2， 433.社会民主主義運動のなかのプランキ主義的額向に対す

るノレグセンブノレグの批判は， 1905年革命後一時影を潜めたo 1906年にルクセンブルクはつぎのよ

うに書いている，1[ポリシェヴィキがプランキ主義的誤謬に結ったことの〕痕跡が，同志レーニン
が 1902年に起草した組識論のなかに存在したかも知れな L、。 Lかしこれはも法や昔のこと， はる
か背のことである。われわれの今日の生活のテンポは速い，討がまわるほど速L、。この誤謬は生活

そのものによって訂正された。そしてこの誤謬が繰返される危険は存 ιLないよ "Blankizm…，“
wt， I， 488 [Dieβoln. Schr.， 302J. しかしこの 1906年のルグセンブ‘ルケの論文も注意深く読ん
でみるとノレタセンブノレクの革命説とレーニンのそれとが本箕的にすこしも接近していないことが明
らかとなる O ノレクセンブノレク ¥t，1907年の RSDRP第五戸l大会〔ロンドン〉における演説でポリシ
ェヴィキの戦f1;iの fある種の機械性 pewnamechaniczno記jを指場 L，これに対 Lてポーランドの
党;土内己主:I科学的社会主義の創設者，ことにド fツ社会民主党の弟子」と考えていると強調して
L 、る."W sprawie stosunku do partii burzuazyjnych (ブノレジョワ政党との鴎係の問題〉“ [1907J，
Wρ， 1， 598， 600.弱者の革命観の対立は 1918年のノレクセンブノレグの Fロシア革命論』においてふ
たたび表面化した。現代ソ連の史家は，この点を等間にF討する傾向がある， illeBeλeB， EpamC1COe 
compyδHU'ieCmBO...， 81-2， 133-4. 
ルグセンプノレグの思想的遺産の相続人のあいだでルクセンブルクの組織論に対する批判が，その

民族論に対する批判と正確に並行してすすめられているのを見るの法興味深し、。まっさきにノレクセ
γブルクのレーニン組識論批判が譲りであったと主張Lたのは，ここをも再びラデックであった，
Radek， "Die Organisationsideen der KPR，“ Russische Korrestondenz， 1-14/16 (X. 1920)， 911-4. 
ついで 1)"、アルスキが権力の獲得に探してのポリシェヴィキの「柔軟な戦術，巧みな作戦j に感嘆を

表明 Lた， Warski， "Nauki jubileuszu...，“ Wyborρism...， II， 198.ついで KPRP第二伺大会に
おいてコシューヅカ (M. " Koszu tska) 主ルクセンブノレクの組織論の系統的な批判jを行い， I革命の
参謀本部としての党の建設」を提唱した Koszutska，"Parti辻 komunistyczna jako kierowniczy 
sztab rewolucji，'‘ Il zjazd…， 259-75. ラデック，ヴアルスキ， コシューツカはけっして後年のス
ターリン主義的党宮僚のタイプではなかったが， しかしすでに理念への忠誠よりも巧みな戦術によ

る権力の獲得に魅せられた最初の共産主義者の世代を典型的に代表している。
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民族吉決権と被抑圧畏族のブEレタ 1)アートの立場 以 kの考察からノレグセ γ プノレクが日-~l

家内の異った民挨のプロレタリアートのあいだの連i吉についていかなる立場に立っていた

かが明らかであろう。ノレグセ γプノレグは，ここにおいても支 fこ，被抑圧民族のプロレタリ

アートはたしかに抑圧民挟のプロレタリアートと連帯しなければ、ならないけれども，その

政策の道具となってはならないという考え方から出発したのであったc ノレクセ γ ブ、ノレグ

は，このような企険を制度的に予防する手段として党の「地方j組織の一定の白由を擁護

Lt，こJ137〉この被抑圧民族のプロレタザアートの自立性捧護は， 民族自決権の否定と密接

に結びついていた。ノレクセンプソレクは， RSDRPが民族自決権の綱領によって全体として

は「民族」の立場に立ち，その構成部分においてはそれぞれの民族のプロレタリアートの

立場に立つという矛盾に路ることを指摘L， これを「奇妙な政治的二元主義j と批判し

た。(188) かのじエはその代りに「それぞれの民族のプロレタリアートの利益に合致した民

族問題の解決ド189) を要求したの後年ロシア革命における民族自決政策を批判したときノレ

グセ γプルグの最大の批判点が了辺境諸国のプロレタザアートの地位を動揺させてしまっ

たJO剖〉というところにあったのは，きわめて特徴的であるC

IV. 総括と評倍

以上のような考察に基いでほぼつぎのことを結論することができょう O

まず第ーに「正しかったか誤っていたかj方式の評価が当を得ていないことである。わ

れわれほ，ルクセンプルグの民族論において，どこかの数学者が足し算を間違えたかどう

かというような問題を対象としているのではない O われわれが対象としているのは，一時

代の J 民族の一社会層を刻印づけた思想的エートスであるつわれわれは一人の思想家が

「誤謬 lに満ちた思想を展開して A世代を誤った道に導いたと考えるよりも，この思想家

が一世代の思想的エートスを明確に表明し定式化したとこ考えるべきであろう。その一つの

誕拠は!レクセンブ、ノレクが言論活動を開始する透か以前に，ノレグセ γプノレク的患想がポー

ラン'ドの労働運動の主流となっていたとL、う事実である (1プロレタリアート党β。 この

ような事実を見るとルクセンブノレクの思想を「正しかったか誤っていたか:という観点か

ら評価することは全く無意味である J191〉わJLわれはそれよりも， ノレグセンブ、ノレグを支え

た思想的エートスが何であったかを探ることに課題をしぼるべきであろう O

(187) プコ fセン能ポーラン Fにおし、てほ， ノレケセンプルクは執t~Hこプロイセン訟 PPS の解体とその

SPD への完全な組織的統ーのために努力しているO 龍設 IP~註(167) 生参照せよ。ここでは第一に
プロイセン誤 PPSが=シア領 PPS と同じくノレグセンブノレクの反対ずる独立綱領の基礎に立って

いたこと，第三にプロイセン誤 PPSの合流すべき全体党が， RSDRPーではなく，ルクセンブノレク

が模範とした SPDであったこと，という二つの事情を考書に入れる必要がある C

(188) "K west ia narodowosciowa...，“時Fム II，159-61 [Die poln. Schr.， 271-4J. 
(189) I司!ユ， II， 165 [278J. 

(190) "Die russIsche 1ミevolution，“ PS，III， 123-4. 
(191)ルケセンブルググヲ立場が点っていたということは， 何らかの立場が正 Lかったということを前提
とする。 そしてある立場の「正 LきJ(土通常その立場の現実逗合けてそ意味 L，この現実百合性は客
罰的開吏過程の実証的分析によって「証明Jされ得ると考えらわノているつイ也万で ijEしいJ立場立
通常二子苦のコミットしているなんらかの世界観的立場に声持関連 Lている。二のように rJELかっ
たか，思っていたかj式矛簡は，自己の世界観的立場が客観的11歪史過程によって実託され得るとい
うナイー夕、な実証主義的観点に立っていることが多い。
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第二に，内容的な問題として，ノレクセ γブ、ノレクの思想、において西欧的理念の影響がきわ

めて強L、ことを確認することができるであろう O 二つの nationの概念の例におし、て明ら

かなように，ノレクセ γブノレクはこのことを強く白覚していた。ノレグセンブ)レグは， ロシア

渡来のプランキズムやポーラ γ ド土着の政治的愛国主義という非西欧的{云統を排して，西

欧的社会民主主義の理念をポーランドに定着させようと努力したc そしてかのじょは，ポ

ーラ γ ドにおける資本主義の興隆に吉分の努力が成功するひとつのチャンスを見たのであ

っ7こ。

第三に，ノレクセンブ、/レグにおいては，このような西欧的理念の強調がけっして西欧人の

立場からポーランド問題を見るという結果に終らなかったことを確認する必要がある O ノレ

グセ γブ、ノレクはむしろ逆に，西欧的理念の採用亡二そがポーランド入の践でポーランド問題

を見ることを可龍にするという考えであった。ここからかのじょのポーランド・プロレタ

リアートの利害の強調が由来する C かのじよはこの立場から出発して西款の社会主義者を

批判するに至ったのである C ノレグセンブ、ノレクのロシアの革命的可詑性についてのほとんど

信イ申告白的な評値も，このような西欧的理念を武器にしての西欧的偏見への挑戦という基

本的姿勢のあらわれと見てよいであろう O しかし辺境民族の最底辺をなす社会階層の利害

から出発するというこの姿勢は，たんに西欧の社会主義者かち西鉄の革命運動の道具とし

て扱われることを拒否するという主張をともなったばかりではなかった。それは必然、的

に，ロシアの社会主義者からロシアの革命運動の道具と L-ζ扱われることをも拒否すると

いう結果をもたらしたので島ったJ192)

第四に，このような西欧的理念、の強調とその婦結としての民族ではなく階級の利害の強

調は，おのずから民族問題そのものに対する視角の欠如をもたらさざるを得なかった。な

ぜ、なら西歌は東欧的な意味で、の民族問題を知らず，したがって西欧的理念はこのような問

題に対してなんら解決策を提示することができなかったからである O ルクセンブノレクが自

己の思想の内的整合性を破壊しない程度において予民族問題に対して提示し得た唯一の解

決築は，おそらく民族文化の擁護℃、あったろう O これはなお，私的主主民族文化への愛好と

それに対する法的保護という西欧的伝統の枠内にとどまることができたO しかし東欧の民

族問題は，より大胆な政治的解決案を要求しJ三。/レクセンブノレグがこの要求に歩み寄って

宮内自治を承認したとき，かのじょの思想の内的整合性が失われた。ノレグセンブ、ノレグは，

国内向治のスローガンをもはや百分の思想、の枠内で、理論的に根拠づけることができなかっ

た(

最後に，ノレグセンブ)レクの民族問題における立場とかのじょのJ思想、全捧との関連につい

て一言すれば，両者はきわめて密接な関連にある C ノレグセ γブ、ノレクの民族論をかのじょの

思想全体から切り離して，民族問題における「誤謬jを，全体として「正しい」立場に立っ

ていた偉大な革命思想家の些細な問題における偶然的な「誤謬Jである，とする晃方は根

本的に誤っているといわなければならないだろう J193) むしろ民族論はルクセンブルグに

(192)筆者辻，西段では東方人と克られ東!吹では西欧人と見られるというヤヌス神の頭のようなルグセ
ン//1-クの思想の謎は，このような解釈によっーてある程度解明できるの Cはないかと考えている O

(193) ホツホブェノレトのつぎの言はけだし正鵠を得ているというべきであろう， rニれほど緊密にその構
fJ支部分が相互に関連し合っている (spojny)教義というものは少なし、その一つの主張を退ければ
{告の主張の既有力を前もって損なってしまうことになるJ. Hochfeld， "Z zapomnianych polemik，“ 
Cio主kosz，Ro主αLuksemburg..勺 246.
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おいて他の思想領域への飛躍:の出発点を成しているということができる。その--.つの1J1jを

挙げれば，ノレクセンブ、ノレグの全思想を通じて絶えず登場するく内在的〉対く外在的λ ぐ具

体的〉対ぐ抽象的九ど実践的あるし、;土日常的〉対ど空想的あるいは非現実的>，ぐ有機的あ

るいは什然発生的〉対く機械的あるいは暴力的〉という社句的発想は，民族問題における

論争を通じて結品fとしたものである O 疑いもなくルグセンブ、ノレクの民族論は，かのじょの

全思想、のひとつのキー・ポイントを成しているということができるだろう。

〔追記〕 辛苦は校正の段階で G.W. Strobel， Quellen zur Geschichte des Kommunismus in Polen 
1878-1918. Programmen und Statuten， Kるln1968を人手し得7こっその長大な浮文〈同書，
11-97)において編者シュトローベノレ法， -~三宮な史料を踏まえて SDKPiL の組織的・綱領的発展を概

按LてL、る O この淳丈と史料集は，拙請で取扱われている諸!日j忠の背景をJ:nるのは非常に右益であ
るO なお下:者はまだ入手し得てないが， 同著者による大認の研究 DiePartei Rosa Luxemburgs 
und Lenin. Der polnische "europaische“Internαtionalisnlus in der russischen Sozialdemo-
わ'atie.Wiぞsbaden1972が刊行されている σ また税稿?をノレクセンブ、ノレク全集 GW第 2，3巻とヨギヘ
ス宛の書模集 Listy…第3きが刊行されー筆者の一読するところとなったが，拙稿を改める必要さと
認めなかった [24.VII. 1973 ~Iêl~ 

Die marxistische Auffassung des nationalen Selbstbestimmungsrechts 

und die Nationalit註tenfragein Osteuropa Rosa Luxem burg 

TれkayukiITO 

Der vorliegende Aufsatz ist ein Teil einer grりserenArbeit， die die Herausbildung 

der marxistischen Au百assungdes nationalen Selbstbestimmungsrechts unter besonderer 

Bezugnahme auf die Nationalitatenfrage in Osteuropa erortert. 1n den nachfolgenden 

Teilen werden K.孔farx，F. Engels， K. Kautsky， K. Renner， O. Bauer und V. 1. Lenin 

behandelt. 

Bisher war Rosa Luxemburgs Stellung zur Nationalitatenfrage auf ihre taktische 

Richtiglぽ ithin gepruft und meistens neg日tivbew引・tet.Der Autor dieses Aufsatzes 

versucI1t zun註chstdie Bεgn旺e，mit denen R. Luxemburg ihre Stellung zu begr註nden

5uchtt.， 50 5charf wie moεlich herauszukristal1isiE'ren und dann ihre Stellung zum 

Nationalismus und Internationalismus im konkreten Zusammenhang zu untersuchen. 

Es wird besonderer vVert darauf gelegt， festzustelln， in welchem Verhaltnis sie zu den 

anderen Marxisten in bezuεauf die Nationalitatenfrage steht. Die Analyse stutzt sich 

weitgehend auf die polnischen Schriften R. Luxemburgs， die in den letzten Jahren 

herausgekommen sind. 

Der Aufsatz ist fol宮endeI官lassengegliedert: 

1. V orwort ......................................・・・・・・・・・・・・・・・・ー......................................5;) 

11. Kontroversen uber R. Luxemburgs Stellung zur Nationlitatenfraεe ...........54 

II1. R. LuxembUI・gsAuffassung des nationalen SelbstbestimmungsI・echts...........68 

1. zwei Begriffe der ，Nation ‘und ihre Konsequenz fur das 

， nationale‘ Selbstbestimmungsrecht ..・ー..............................................69
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2. Marxismus und das nationale Selbstbestimmungsrecht .........................72 

i) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung ・・・・・・・・・・・・・・・..................一・.74
ii) Theorie del Klassengesellschaft.........................................・・・・・・.....78

3. Sozialismus und das nationale Selbstbestimmungsrecht ........................79 

4. Probleme der Landesautonomie ....................................................... .81 

5. Proletarischer Internationalismus und das nationale 

Selbstbestimml1ngsrecht '" ............ ....................................... ...... .......86 

IV. Zusammenfassung und Bewertung ............................................・・・・・・ a・.....91

1m Kapitel II wird ein Uberblick uber bisherige Kontroversen gegeben. Stand-

punkte und Argumente werden kurz zusammenfassend gegenubergestellt. Es wird 

eingegangen auf 五.Kautsky， PPS-Theoretiker (u. a. E. Haecker)， V. 1. Lenin， O. 

Bauer， KPRP-und KPP-Theoretiker (u. a. K. Radek und A. Warszawski-Warski)， 

Theoretiker der stalinistischen Zeit (u. a. D. Z. Manuilskij und ]. Ryng)， P. Frolich， 

L. Basso， T. Cliff， polnische， DDR-und sowjetische Historil王erund J. P. Nettl. 

1m 1. Abschnitt des Kapitels III wird von der Fモststellungausgegangen， das R. 

Luxemburg zwei Begri荘e der ，Nation ‘unbewust， aber doch klar genug， um es 

feststellen zu konnen， voneinander unterscheidet: ，Nation ‘als Gemeinschaft dt.r 

Menschen， die sich in einem Staat zusammen五nden，und ，Nation ‘als Gemeinschaft 

der Menschen， die eine Nationalitat im ethnologischen Sinne gemein haben. Aus 

dieser U nterscheidung resultiert die Zweideutigkeit dεs Luxemburgschen Begri吉sdes 

， nationalen‘Selbstbestimmungsrechts: R. Luxemburg befurwortet die Selbstbestim-
mung des V olkes im Staat， w註hrendsie die Selbstbestimmung der im ethnologischen 

Sinne gefasten Nation fur unmarxistisch und unvereinbar mit demokratischen Forde-

rungen erklart. Sie stellt sich jeder politischen l¥tlanifestierung der Nationalit邑tab-

lehnend gegenuber， aber sie hat nichts gegen die Manifestierung der Nationalit註t

in den auserpolitischen， vor allem kulturel1en， Spharen. R. Luxemburg kommt somIt 

im Grunde mit Marx und Engels uberein und weist eine gewisse Ahnlichkeit mIt 

den Austtomarxisten auf， aber gerat in den scharfe 
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b守stimmungder ， Nation ¥keine Rede sein・ DiesesArgument ist vom marxistischen 
Standpunkt durchaus legitim， vorausgesetzt， das die Arbeiterklasse der betre百enden

Nation bereits klassenbewustξれvordenist. Das Polen eine klassennewuste Arbeit-

erklassぞ besitzt，ist fur Rosa Luxemburg eine Selbstverstandlichl王eit，denn es besteht 

bereits in Polぞn eine revolutionare und streng marxistisch orientierte Partei der 

Arbeiter主lasse，namlich 1ミ.Luxemburgs eigene Partei CSDKPiL)! 

Im 3. Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen Sozialismus und nationalem 

Selbstbestimmungsrecht bei R. 1二uxemburg日。rtert. Das nationale Selbstbestimmungs-
recht als Recht der ethnologischen Nation auf die Eigenstaatlichl三eitist nach R. Lux-

emburg unter dem Kapiねlismusunreallsierbar und unter dem Sozialismus unnotig. 

Das nationale Selbstbestimmungsrecht gehore nicht， wie Lenin behauptet， zu den 

allgemein demokratischen Forderunξen， denn diese entsprachen im Gegensatz zum 

nationalen Selbstbestimmungsrecht den Grundtendenzen der kapitalistischen Ent-

wicklung und seien deshalb rεalisierbar. Das nationale Selbstbestimmungsrecht als 

Recht des Volkes auf die Selbstbestimmung im Staatsleben erfahrt dagegen volle 

Untロstutzung von R. Luxemburg. Der Kampf um das Selbstbestimmungsrecht in 

diesem Sinne ist mit dem Kampf um den Sozialismus gleichgesetzt. Das， was noch 

in der Franzosischぐn Revolution als Selhstbestimmungsrecht der Nation gegen die 

Dynastie galt， wurde somit von R. Luxemburg in die sozIalistische Revolution als 

Selbstbestimmungsrecht d行 Proletariatsgegen die herrschenden Klassen ubernommen. 

Die Forderung der LandesautonomIe f註rPolen， um die es im 4. Abschnitt geht， 

bildet einen Prufstein fur die innere Koh丞renzder Luxemburgschεn Theorie. Wenn 

man diese Forderung zulast， raumt man der Nationalit註teinen gewissen Raum fur 

die po1itische lVlanifestierung ein， denn es handelt sich bei der Autonomie zwar 

nicht um eine Eigenstaatlichkeit， aber doch um eine gewisse politische Selbst註ndigkeit

auf vorstaatlicher Stufe. Es scheint， daβdie Forderung der Landesautonomie im 

ursprunglichen Programm R. Luxemburgs nicht vorhanden war. Sie tauchte erst 1896 

auf. Es war dann erst nach 1903， das sich R. Luxemburg mit 
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くBlanquismus der ，Narodnaja Voljaう Eingang fanden. Nach R. Luxemburg ist 

ξ-in Grund fur den Untergang dieser Partei darin zu suchen， das sich der Fuhrer 
dieser Partei L. Wary註skiallm註hlichden russischen Einflussen ergab. Obwohl R. 

Luxemburg immer die Solidaritat mit den russischen Genossen befurwortete， warnte 

sie vor der antiwestlichen Tradition in der 1・ussischenrevolutionaren Bewegung: dem 

blanquistischen Organisationsprinzip， da nach ihrer Ansicht die polnische Partei in 

dεr nach diesem Prinzip organisierten， gesamtrussischen Partei "von vornherein zur 

Untatigkeit， zur Rolle passiver Zeugen， die vor den Wagen der russischen CParteiJ 

gespannt werden， verurteilt“ist. R. Luxemburg sah daher im Anschlus an die gesamt-

russische Partei keine praktische， sondern nur eine "moralische Bedeutung als 

permanente Demonstration gegen den (polnischen) Nationalismus“ und forderte 

"vol1komrnene Selbstandigkeit in den inneren Angelegenheiten“fur die polnische 

Partei， was spater eine Konfliktquelle rnit Lenin wurde. Fur R. Luxemburgs Stellung 

ist bezeichnend， das die Bekampfung der Leninschen Losung des nationalen Selbst-

bestirnrnungsrechts mit der Forderung nach del volligen Selbst忌ndigkeitihrer Partei 

gekoppel t war. 

Die Au妊assung der Geschichte als eines universellen， sich von innen heraus 

entwickelnden Prozesses ist fur den Marxismus wohl wesentlich. Marx und Engels 

waren aber oft geneigt， diese Auffassung nur in bezug auf Westeuropa gelten zu 

lassen und zu glauben， das die Entwicklungsmoglichkeitder ausereuropaischen Welt 

von den revolutionaren Impulsen von ausen， d. h. von Westeuropa abhange. Die 

Bewegungen in Osteuropa bewerteten sie daher positiv oder negativ je nach der 

Bedeutung， die sie fur die jeweils fortschrittliche soziale Bewegung in Westeuropa 

besasen， aber nicht je nach der Rolle， die sie in der Gesellschaft Osteuropas selbst 

spielten. R. Luxemburg wollte genau jene Methoden auf Osteuropa angewandt sehen， 

die die ?vlarxisten in Westeuropa bei der Analyse der eigenen Gesellschaft anwandten. 

Hier zeigt sich das Selbstbewustsein der Revolutionarin aus Osteuropa， die glaubte， 

das es zwischen der west-und der osteuropaischen Gesellschaft keinen弓ualitativen

Unterschied gebe und das daher auch in Osteuropa die westeurop長ischenIdeen ihre 

Gultigkeit beweisen rnusten. Ihre Kritik 
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